
災
害と
開
発
の
税
制
史
呈
中
世
に
お
け
る
土
地
利
用
再
生
シ
ス
テ
ム
論
の
提
起
　
　
　
　
井
原
今
朝
男

＝
富
8
目
o
h
↓
良
ロ
の
∨
ロ
の
吟
6
日
o
晦
い
唱
眉
一
完
色
♂
目
o
り
霧
穗
援
①
目
ユ
男
6
ユ
6
＜
巴
o
唱
日
o
舜
‥
①
o
力
言
ユ
∨
o
輪
o
力
尾
゜
り
吟
o
日
ロ
リ
ま
「
夢
而
閑
6
5
6
0
吟
ξ
ユ

｛目
］
≦
o
庄
6
＜
巴
』
①
署
田

は
じ
め
に

0
災
害
・
飢
饅
に
よ
る
土
地
利
用
の
行
き
詰
ま
り
と
耕
地
の
縮
小
再
生
産

②開
発
文
立
券
に
よ
る
本
主
権
の
再
生
と
免
税
期
間
の
長
期
化

③
地目
の
多
様
性
と
複
数
斗
代
制

むす
び
に

［論
文
要旨
］

　
本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
開
発
領
主
に
よ
る
荒
野
開
発
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
中
世
開
発
史
の
諸
問
　
　
　
　
司
が
三
力
年
の
年
貢
公
事
免
除
を
条
件
に
開
発
を
奨
励
し
た
と
す
る
網
野
・
戸
田
説
は
再
検
討
が
必

題を
、
税
制
史
の
視
点
か
ら
再
検
討
し
、
災
害
と
開
発
が
日
常
化
し
た
中
世
社
会
に
お
い
て
、
荒
廃
　
　
　
　
要
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
に
な
る
と
幕
府
が
三
年
間
荒
野
に
立
て
る
こ
と
を
公
認
し
、
雑
公
事
・
開
発

し
た
耕
地
の
土
地
利
用
を
ど
の
よ
う
に
再
生
さ
せ
、
徴
税
し
な
が
ら
課
税
対
象
地
を
拡
大
し
、
農
業
　
　
　
　
所
当
と
も
免
除
さ
れ
、
南
北
朝
期
に
四
年
、
戦
国
期
に
は
五
年
、
七
年
、
十
年
と
免
税
期
間
が
長
期

生
産を
復
興
さ
せ
て
い
っ
た
の
か
土
地
利
用
再
生
シ
ス
テ
ム
の
問
題
と
し
て
再
検
討
し
た
も
の
で
あ
　
　
　
　
化
し
て
開
発
者
に
有
利
な
免
税
特
権
が
慣
習
化
し
た
。
旧
本
主
権
が
残
存
し
な
が
ら
土
地
利
用
が
行

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
詰
ま
っ
た
土
地
は
「
荒
野
に
成
す
」
こ
と
に
よ
っ
て
地
目
変
更
し
て
旧
本
主
権
を
消
滅
さ
せ
、
「
新

　第
一
に
、
院
政
期
か
ら
治
承
内
乱
期
に
、
課
税
対
象
地
の
本
田
数
は
荒
廃
化
・
減
少
し
、
権
力
に
　
　
　
　
開
」
に
よ
り
新
し
い
開
発
主
体
を
決
め
、
「
開
発
文
立
券
」
や
「
宛
状
」
に
よ
り
新
本
主
権
を
社
会
的

よ
る
上
か
ら
の
再
開
発
が
組
織
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
下
か
ら
公
田
再
開
発
が
無
か
っ
た
こ
と
を
論
証
し
　
　
　
　
に
公
認
し
、
納
税
さ
せ
る
と
い
う
土
地
利
用
再
生
の
た
め
の
社
会
的
シ
ス
テ
ム
が
機
能
し
て
い
た
。

た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
に
、
中
世
で
は
、
知
行
国
主
・
国
衙
や
荘
園
領
主
等
と
開
発
主
体
と
の
契
約
に
よ
っ
て
「
古

　
第

二
に
、
中
世
に
お
け
る
荒
野
は
、
通
説
の
よ
う
な
未
開
地
や
原
野
と
は
い
え
ず
、
土
地
利
用
が
　
　
　
　
作
」
「
年
荒
」
「
古
新
」
「
当
新
」
と
い
う
四
つ
の
地
目
に
応
じ
て
古
作
・
年
荒
は
段
別
五
斗
代
、
古
新

行き
詰
ま
っ
た
耕
地
を
指
す
政
治
的
地
目
で
あ
っ
た
。
院
政
期
に
は
知
行
国
主
・
国
司
と
開
発
主
体
　
　
　
　
は
三
斗
五
升
代
、
当
新
は
段
別
二
斗
五
升
代
と
い
う
複
数
斗
代
制
が
実
施
さ
れ
た
。

と
の
間
で
立
券
文
に
よ
り
、
地
目
に
応
じ
た
斗
代
、
別
納
な
ど
の
収
納
方
法
、
雑
公
事
免
除
の
特
典
　
　
　
　
　
こ
れ
ま
で
開
発
領
主
制
論
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
災
害
と
開
発
の
諸
問
題
を
中
世
の
土
地
利
用

と
い
う
契
約
が
な
さ
れ
、
開
発
所
当
・
荒
野
所
当
は
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
平
安
期
国
　
　
　
　
再
生
シ
ス
テ
ム
と
し
て
論
じ
る
べ
き
こ
と
を
提
起
し
た
。

3
7
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は
じ
め
に

　
近
年
環
境
史
や

環
境
歴

史
学
が
提
唱
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
な
に
を
も
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

環
境
歴
史
学

と
い
う
の
か
論
者
に
よ
っ
て
区
々
で
あ
る
。
平
川
南
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
自
然
と
人
間
と
の
関
係
を
資
源
と
し
て
の
自
然
と
脅
威
と
し
て
の
自
然
と
の
関

係
に

置

き
換
え
て
問
い
直
す
一
環
と
し
て
「
日
本
歴
史
に
お
け
る
災
害
と
開
発
」
の

研
究
テ

ー
マ
は
極
め
て
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
ま
で
歴
史
学
で
は
開
発
史
と

災
害
史
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
、
両
者
を
関
連
さ
せ
て
分
析
す
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
中
世
史
研
究
の
分
野
で
も
、
中
世
成
立
期
は
「
大
開
墾
時
代
」

と
い
わ
れ
、
未
開
の
原
野
で
あ
っ
た
東
国
社
会
を
開
発
し
た
開
発
領
主
が
東
国
武
士

と
な
り
鎌
倉
新
政
権
を
樹
立
し
た
と
い
う
古
典
的
開
発
領
主
論
は
今
な
お
中
世
史
像

の

骨
格

と
な
っ
て
底
流
で
生
き
て
い
る
。
し
か
し
、
歴
史
考
古
学
の
世
界
で
は
関
東
．

北
陸
・
信
濃
・
東
北
南
部
で
は
九
世
紀
後
半
か
ら
十
世
紀
前
半
に
災
害
や
洪
水
で
古

代
村
落
が
廃
絶
し
た
事
例
や
平
安
期
に
山
間
地
集
落
が
増
加
す
る
こ
と
な
ど
が
指
摘

さ
れ
、
関
東
に
お
い
て
も
浅
間
山
の
噴
火
に
よ
る
火
山
灰
被
害
か
ら
の
復
興
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
国
荘
園
の
成
立
を
考
え
よ
う
と
す
る
峰
岸
純
夫
ら
の
研
究
が
生
ま
れ
た
。
磯
貝
富

士

男
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
集
大
成
し
て
、
鎌
倉
後
期
か
ら
南
北
朝
期
が
気
候
の
冷

涼
化
に

よ
っ
て
稲
作
の
凶
作
現
象
が
慢
性
化
し
慢
性
的
飢
餓
状
況
が
生
ま
れ
た
と
し
、

中
世
後
期
に
お
け
る
生
産
力
の
発
展
に
よ
る
貨
幣
経
済
の
発
展
史
像
へ
の
根
本
的
な

　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

批
判

を
提
起
し
た
。
こ
う
し
た
諸
研
究
に
学
ぷ
と
き
、
改
め
て
開
発
領
主
論
を
災
害

と
開
発
を
関
連
さ
せ
て
再
検
討
す
る
と
と
も
に
、
古
代
か
ら
中
世
へ
の
転
換
期
に
土

地

利
用
シ
ス
テ
ム
が
社
会
的
に
も
自
然
災
害
の
上
か
ら
も
ど
の
よ
う
な
行
き
詰
ま
り

を
み
せ
て
お
り
、
中
世
社
会
は
そ
の
矛
盾
を
ど
の
よ
う
に
克
服
し
て
土
地
利
用
を
再

生

さ
せ
生
産
力
問
題
を
ど
う
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
か
。
災
害
や
開
発
に
際
し
て
中

世
の

政

治
権
力
は
ど
の
よ
う
な
税
制
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
た
の
か
、

そ
れ
に
よ
っ
て
土
地
利
用
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
、
中
世
の
農
業
生
産
は
ど
の
よ
う

な
状
態
に
変
化
し
た
の
か
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
課
題
だ
と
考
え
る
。
災
害
・
開
発

と
税
制
史
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
未
検
討
な
ま
ま
で
あ
る
。
政

治
権
力
が
災
害
と
開
発
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
た
の
か
を
探
る
こ
と
は
、
中
世

民
衆
生
活
史
と
政
治
権
力
と
の
矛
盾
を
解
明
す
る
上
で
避
け
て
通
れ
な
い
研
究
テ
ー

マ

で
あ
る
。

　
八
〇
年
代
ま
で
の
中
世
史
研
究
は
古
代
国
家
権
力
が
衰
退
し
、
領
主
制
を
核
に
成

長

し
た
在
地
領
主
‖
開
発
領
主
に
よ
る
開
発
が
進
展
し
、
私
領
の
形
成
、
領
域
支
配

の

進

展
、
寄
進
地
系
荘
園
の
成
立
に
よ
っ
て
中
世
封
建
制
社
会
が
成
立
し
た
と
い
う

歴

史
像
を
描
い
て
き
た
。
か
た
あ
ら
し
の
慣
行
、
塩
堤
や
東
国
開
発
、
女
堀
な
ど
の

領
主
的
開
発
と
畠
作
を
主
と
し
た
農
民
的
開
発
、
地
頭
の
新
田
開
発
と
検
注
免
除
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

ど
の
個
別
事
例
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。

　
し
か
し
、
私
は
国
家
権
力
の
衰
退
論
を
前
提
に
し
た
中
世
社
会
成
立
論
に
疑
問
を

も
っ
て
い
る
。
中
世
成
立
期
に
お
い
て
も
国
衙
権
力
と
権
門
の
家
政
権
力
の
共
同
執

行
に

よ
っ
て
国
家
機
構
は
成
長
し
て
お
り
、
支
配
層
の
共
同
権
力
と
し
て
の
国
家
権

力
に
よ
る
在
地
支
配
は
浸
透
し
て
い
た
。
国
政
と
家
政
の
協
調
と
対
立
、
国
衙
権
力

と
家
権
力
と
の
協
調
と
対
立
と
い
う
二
面
性
か
ら
別
名
・
別
納
・
保
や
加
納
や
荘
園
．

御
厨
・
御
園
・
領
・
山
な
ど
の
徴
税
請
負
の
社
会
的
所
領
単
位
が
形
成
さ
れ
た
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は

な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
具
体
的
な
検
証
と
実
証
の
た
め
に
は
、
古
代
か
ら

中
世
へ
の
転
換
期
の
み
な
ら
ず
中
世
社
会
の
展
開
期
に
お
い
て
、
土
地
利
用
の
社
会

的
行
き
詰
ま
り
を
打
開
し
て
基
幹
産
業
で
あ
っ
た
農
業
生
産
の
復
興
を
ど
の
よ
う
に

成

し
遂
げ
た
の
か
、
い
わ
ば
中
世
的
な
土
地
利
用
の
再
生
シ
ス
テ
ム
を
災
害
と
開
発

の

税
制
史
と
の
関
係
に
お
い
て
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

　

こ
う
し
た
中
で
、
最
近
、
中
世
成
立
期
が
大
開
発
時
代
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う

問
題
が
再
度
大
き
な
論
点
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
古
島
敏
雄
や
寳
月
圭
吾
ら
の
古
典
的

業
績
へ
の
再
評
価
と
と
も
に
、
東
国
で
の
大
規
模
開
田
と
西
国
で
の
開
墾
の
停
滞
と

い

う
地
域
性
を
持
っ
て
い
た
中
世
社
会
で
は
耕
地
拡
大
は
全
体
に
停
滞
期
で
あ
り
、

む

し
ろ
不
安
定
耕
地
の
安
定
化
・
満
作
化
を
目
指
し
た
集
約
化
の
時
代
で
あ
っ
た
と

338
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6
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す

る
見
解
が
再
評
価
さ
れ
て
い
る
。
大
規
模
開
発
論
か
、
集
約
化
論
か
と
い
う
問
題

は

定
量
分
析
に

よ
っ
て
は
確
定
し
得
な
い
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
を
正
面
か
ら
論
じ
る

こ
と
は
私
に
は
で
き
な
い
。

　
た

だ
、
前
稿
で
取
り
上
げ
た
中
世
善
光
寺
平
に
お
け
る
開
発
と
災
害
と
の
事
例
研

（7
）

究
に
よ
る
と
、
平
安
後
期
に
お
け
る
伊
勢
神
宮
領
富
部
御
厨
・
布
施
御
厨
の
開
発
が

十

～
十
一
世
紀
の
千
曲
川
大
洪
水
に
よ
る
荒
廃
公
田
の
再
開
発
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の

再

開
発
の
資
本
力
を
伊
勢
神
宮
の
初
穂
料
な
ど
に
依
存
し
て
い
た
。
八
条
院
領
東
条

荘
の
開
発
も
、
湯
福
川
堀
切
沢
の
土
石
流
の
押
出
し
に
よ
る
災
害
の
下
で
古
代
の
条

里

水
田
地
帯
の
荒
廃
公
田
を
再
開
発
す
る
も
の
で
あ
り
、
灌
概
用
水
で
あ
る
鐘
鋳
川

が

国
衙
在
庁
の
所
在
地
で
あ
る
後
庁
の
膝
下
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
国
司
を
動
か
す

こ
と
の
で
き
る
院
や
女
院
の
政
治
力
・
経
済
力
に
依
拠
し
て
越
後
平
氏
が
開
発
主
体

に

な
っ
た
こ
と
な
ど
の
諸
点
を
指
摘
し
た
。
中
世
の
御
厨
や
院
領
荘
園
が
、
洪
水
や

土
石
流

な
ど
に
よ
る
災
害
か
ら
古
代
的
旧
耕
地
を
復
興
す
る
過
程
で
登
場
し
た
も
の

で
あ

っ

た

こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
古
代
の
条
里
的
耕
地
に
お
け
る
荒
廃

公

田
の
再
開
発
と
そ
の
周
辺
地
帯
に
お
け
る
耕
地
の
拡
大
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
通

説
の

如
き
未
開
の
荒
野
開
発
に
よ
る
耕
地
の
拡
大
で
は
な
か
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。
實
月
圭
吾
や
鈴
木
哲
雄
ら
の
想
定
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

だ

が
、
そ
れ
を
も
っ
て
大
規
模
開
発
論
の
批
判
に
は
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、

新
し
い
研
究
課
題
と
方
法
論
の
模
索
が
必
要
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
荒
廃
公
田
の
再

開
発
が
中
世
成
立
期
の
主
流
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
荒
廃
公
田
に
お
け
る
本
主
権
は

ど
の
よ
う
に
あ
つ
か
わ
れ
た
の
か
、
国
衙
に
よ
る
課
税
権
・
徴
税
権
は
再
開
発
地
に

対

し
て
ど
の
よ
う
に
行
使
さ
れ
た
か
が
大
き
な
社
会
的
歴
史
的
問
題
で
あ
っ
た
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
稿
で
は
、
こ
う
し
た
土
地
利
用
再
生
の
社
会
的
シ
ス
テ

ム

の

諸
点
は
全
く
検
討
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
第
一
に
、
院
政
期
か

ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
、
飢
饅
や
洪
水
な
ど
の
災
害
と
復
興
の
た
め
の
開
発
と
の
拮
抗

の

中
で
、
公
田
や
荘
田
な
ど
課
税
対
象
地
は
ど
の
よ
う
な
状
態
に
お
か
れ
て
い
た
の

か
、
開
発
に
よ
る
耕
地
の
大
規
模
な
拡
大
は
実
現
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
基
本
的

な
事
柄
に
つ
い
て
再
検
討
し
た
い
。
第
二
に
、
飢
饅
・
災
害
等
に
よ
っ
て
う
ま
れ
た

荒
野
や

荒
田
の
再
開
発
は
ど
の
よ
う
な
税
制
の
下
で
な
さ
れ
た
の
か
。
荒
野
と
い
う

地

目
は
中
世
の
災
害
、
復
興
、
開
発
と
い
う
流
れ
の
中
で
ど
の
よ
う
な
社
会
的
役
割

を
果
た
し
た
の
か
を
検
討
す
る
。
特
に
、
荒
野
開
発
に
際
し
て
旧
耕
地
の
本
主
権
は

ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
の
か
、
政
治
権
力
が
開
発
地
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
税
制
を

敷
い

て

い

た
の
か
、
開
発
所
当
と
よ
ば
れ
た
中
世
独
特
の
税
制
の
存
在
を
問
題
提
起

し
て
、
荒
野
開
発
に
と
も
な
う
中
世
土
地
利
用
再
生
シ
ス
テ
ム
の
骨
格
を
あ
き
ら
か

に

し
た
い
。
第
三
に
、
中
世
の
地
目
に
応
じ
た
税
制
の
差
異
に
注
目
し
複
数
斗
代
制

が

な
ぜ
成
立
し
た
の
か
と
い
う
問
題
を
あ
わ
せ
て
検
討
し
た
い
。
平
安
末
期
に
直
面

し
て
い
た
土
地
利
用
の
行
き
詰
ま
り
と
い
う
社
会
問
題
を
ど
の
よ
う
な
新
し
い
シ
ス

テ

ム

に

よ
っ
て
克
服
し
て
、
中
世
的
土
地
利
用
再
生
シ
ス
テ
ム
が
機
能
し
た
の
か
。

中
世
的
所
領
単
位
の
成
立
論
を
課
税
を
め
ぐ
る
百
姓
と
国
家
と
の
対
抗
関
係
の
視
点

か

ら
再
検
討
し
た
い
。
以
下
、
そ
の
具
体
的
検
討
に
入
ろ
う
。

0
災
害
・
飢
饅
に
よ
る
土
地
利
用
の
行
き
詰
ま
り
と

　
耕
地
の

縮
小
再
生
産

　
研
究
史
の
問
題
点

　
中
世
の
田
地
に
つ
い
て
の
種
別
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
っ
て
、
①

荒

田
（
田
代
・
年
荒
、
荒
田
・
常
荒
）
②
見
作
田
（
損
田
・
河
成
・
不
作
、
除
田
、

定

田
）
③
新
田
（
荒
野
開
発
）
と
に
区
分
さ
れ
、
①
は
「
か
た
あ
ら
し
」
と
い
う
休

耕

を
必
要
と
し
た
不
安
定
な
田
で
再
開
発
を
期
待
さ
れ
て
い
る
土
地
、
②
は
耕
作
責

任

を
も
つ
年
貢
負
担
者
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
当
面
年
貢
を
賦
課
で
き
ぬ
も
の
で
、

損
田
・
不
作
は
内
検
で
掌
握
さ
れ
る
が
見
作
田
の
田
数
は
本
格
的
検
注
が
な
い
か
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

り
不
変
で
あ
り
、
鎌
倉
後
期
に
は
固
定
し
た
と
さ
れ
る
。
③
に
関
し
て
、
近
年
は
政

治

史
分
野
に
お
い
て
武
士
職
能
論
が
高
揚
し
て
い
る
が
、
社
会
経
済
史
分
野
に
お
い

て

は
、
武
士
‖
開
発
領
主
論
が
根
強
い
。
そ
こ
で
は
、
荒
廃
公
田
の
再
開
発
や
百
姓
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ら
の
開
発
し
た
零
細
治
田
の
買
得
、
荒
野
開
発
に
よ
っ
て
「
相
伝
私
領
」
を
形
成
し
、

郡

司
・
郷
司
・
公
文
な
ど
の
職
を
私
的
な
権
利
に
変
質
さ
せ
て
領
主
制
を
展
開
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い

っ

た

も
の
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
荒
廃
公
田
の
再
開
発
論
は
開
発
領
主
論
の
要
に
位

置

し
て
い
る
。
し
か
し
、
い
つ
く
か
疑
問
が
あ
る
。
荒
廃
公
田
は
、
そ
れ
以
前
の
本

主
権
が

存

在
し
た
は
ず
で
あ
り
、
再
開
発
に
際
し
て
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
か
検

討

さ
れ
て
い
な
い
。
荒
廃
化
し
た
公
田
は
百
姓
や
領
主
ら
に
と
っ
て
納
税
免
除
に
な

る
か
ら
歓
迎
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
み
ず
か
ら
す
す
ん
で
課
税
対
象
の
公
田
再
開

発
に

取

り
組
ん
だ
と
は
思
え
な
い
。
事
実
鎌
倉
期
に
は
河
成
に
な
っ
た
公
田
は
放
置

さ
れ
、
公
家
徳
政
の
中
で
公
田
復
興
令
が
出
さ
れ
、
得
宗
領
で
も
荒
廃
公
田
の
再
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

発
が

得
宗
権
力
に
よ
っ
て
上
か
ら
実
施
さ
れ
た
こ
と
は
前
稿
で
指
摘
し
た
。
そ
う
だ

と
す
れ
ば
、
院
政
期
か
ら
鎌
倉
初
期
に
、
荒
廃
公
田
の
再
開
発
を
開
発
領
主
層
が
積

極
的
に
推
進
し
た
と
は
論
理
的
に
想
定
し
え
な
い
こ
と
に
な
り
、
い
か
な
る
政
治
勢

力
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
実
施
さ
れ
た
の
か
、
再
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

以
下
、
院
政
期
の
災
害
と
復
興
を
税
制
史
の
視
点
か
ら
再
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
院
政
期
の
災
害
と
損
田
の
代
替
地
便
補
ー
備
前
香
登
荘

　
ま
ず
、
院
政
期
、
本
所
法
の
事
例
と
し
て
、
長
寛
三
年
七
月
四
日
太
政
官
牒
案

（根
来
要
書
上
　
　
『
平
安
遺
文
』
三
三
五
三
、
以
下
、
平
三
三
五
三
と
略
記
）
を
み
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

う
。
高
野
山
菩
提
院
領
備
前
国
香
登
荘
で
は
久
安
年
中
に
往
古
の
公
領
に
あ
っ
た
吉

井
川
か
ら
取
水
す
る
井
口
が
洪
水
で
損
失
し
、
「
国
領
作
田
」
が
損
亡
す
る
と
い
う
洪

水

災
害
が
起
き
た
。
国
衙
は
災
害
防
止
の
た
め
荘
園
の
傍
ら
に
大
堤
を
築
い
た
。
今

度

は
洪
水
が
荘
園
側
を
襲
い
「
庄
内
作
田
」
が
損
失
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
二

次

災
害
の
た
め
庄
民
等
が
国
側
を
訴
え
、
寺
家
は
こ
の
堤
の
破
壊
を
鳥
羽
院
に
提
訴

し
、
在
庁
と
の
召
決
に
な
っ
た
。
在
庁
ら
は
荘
内
の
「
損
失
田
」
の
代
償
と
し
て
公

領

を
「
便
補
」
す
る
と
い
う
解
決
案
を
提
案
し
た
。
そ
の
た
め
、
「
久
安
三
年
冬
比
、

院
庁
御
使
・
国
使
・
荘
官
等
、
臨
地
頭
以
加
検
知
之
処
、
池
成
損
田
四
十
一
町
五
段

十
五
代
也
、
件
代
当
荘
傍
靱
負
服
部
両
郷
内
、
便
宜
作
田
廿
町
八
段
令
便
補
畢
」
と

い

う
処
置
が
な
さ
れ
て
落
着
し
た
。
こ
こ
で
の
災
害
か
ら
復
興
策
の
推
進
と
新
税
制

ま
で
の
経
過
を
ま
と
め
る
と
、
①
洪
水
の
発
生
に
よ
る
公
田
損
亡
、
②
国
衙
権
力
に

よ
る
大
堤
構
築
、
③
二
次
災
害
の
発
生
と
荘
田
損
亡
、
④
荘
園
と
国
衙
の
訴
訟
事
件
、

⑤
院
庁
御
使
・
国
使
・
荘
官
等
に
よ
る
実
検
、
⑥
池
成
損
田
の
認
定
と
便
補
田
の
面

積
確
定
と
い
う
段
階
を
経
て
決
着
を
み
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
院
政
期
の
洪
水

災
害
で
は
、
国
衙
領
で
も
荘
園
で
も
「
作
田
」
と
い
う
課
税
対
象
地
が
損
田
と
な
り

荒
廃
化

し
て
お
り
、
そ
の
公
田
荘
田
そ
の
も
の
の
復
興
で
は
な
く
、
損
田
の
代
替
地

問
題
が
国
衙
と
荘
園
と
の
利
害
対
立
と
し
て
社
会
問
題
と
な
っ
た
。
土
地
利
用
の
シ

ス

テ

ム

が

社
会
的
に
行
き
詰
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
対
策
が
池
成
損
田
の
認

定

と
便
補
田
に
よ
る
代
替
地
の
保
証
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
紛
争
を
調
停
・
解
決

し
よ
う
と
し
た
。
国
衙
在
庁
と
院
領
荘
園
側
と
の
院
庁
で
の
訴
訟
に
よ
っ
て
は
じ
め

て

災
害
地
に
実
検
使
が
派
遣
さ
れ
、
院
庁
御
使
・
国
使
・
荘
官
等
が
立
ち
会
っ
て
池

成

と
損
田
の
面
積
を
共
同
で
調
査
確
定
し
た
の
は
、
代
替
地
の
認
定
を
目
的
と
し
た
。

国
衙
領
の
靱
負
・
服
部
両
郷
の
作
田
廿
町
八
段
を
代
替
地
に
し
て
荘
園
側
に
引
渡
し
、

こ
の
加
納
地
に
服
部
新
荘
が
生
ま
れ
、
四
十
一
町
余
の
池
成
は
文
治
六
年
（
一
一
九

〇
）
菩
提
心
院
が
八
条
院
庁
に
開
発
を
申
請
し
翌
年
公
認
さ
れ
て
い
る
（
根
来
要
書
）
。

こ
こ
で
は
洪
水
に
よ
る
災
害
地
の
復
興
工
事
よ
り
も
、
被
害
を
受
け
た
荘
田
の
代
替

地

を
加
納
や
便
補
地
に
す
る
こ
と
で
荘
園
・
国
衙
領
の
利
害
を
調
整
す
る
と
い
う
社

会
的
施
策
が
と
ら
れ
て
い
た
。
池
成
の
再
開
発
は
鎌
倉
期
に
入
っ
て
か
ら
、
荘
園
領

主
権

力
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
計
画
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
院
政
期
に
は
、
登

録
認
定

さ
れ
た
公
地
や
荘
田
の
数
値
の
確
保
こ
そ
が
国
衙
・
荘
園
側
双
方
に
と
っ
て

社
会
的
な
重
大
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
災
害
に
よ
っ
て
池

成
・
損
田
が
発
生
し
た
場
合
に
耕
地
の
荒
廃
化
は
日
常
化
し
て
お
り
、
そ
の
再
開
発

に
向
か
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
代
替
地
や
便
補
田
の
配
分
に
よ
っ
て
国
衙
と

荘
園
と
の
利
害
が
調
整
さ
れ
る
こ
と
こ
そ
第
一
義
的
に
重
要
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

院
政
期
の
社
会
に
と
っ
て
災
害
地
の
復
興
問
題
は
二
次
的
な
問
題
で
あ
っ
た
。
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国
衙
・
荘
園
権
力
に
よ
る
一
色
田
の
共
同
開
発
ー
遠
江
鎌
田
御
厨

　
災
害
に

よ
る
耕
地
の
荒
廃
化
に
対
し
て
、
国
衙
や
荘
園
権
力
が
互
い
に
利
害
を
調

整

し
て
共
同
行
動
を
組
織
す
る
と
い
う
現
象
は
、
康
和
四
年
（
一
一
〇
二
）
十
一
月

日
皇
太
神
宮
神
主
等
注
進
状
案
（
光
明
寺
文
書
　
平
一
五
〇
九
）
か
ら
も
窺
え
る
。

静
岡
県
磐
田
市
の
洪
積
世
台
地
を
流
れ
る
太
田
川
の
西
岸
に
遠
江
国
鎌
田
御
厨
が
あ
っ

（1
2
）

た
。
そ
の
御
厨
田
は
、
早
魅
に
よ
る
被
害
が
大
き
く
、
応
徳
年
中
に
在
国
司
に
堰
溝

の

開
馨
を
申
請
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
便
力
）

　
　

「
公
地

御
厨
相
共
依
無
損
、
可
堀
通
使
水
堰
溝
之
由
、
難
有
外
題
、
至
干
公
地

　
　

田
堵
者
、
令
一
人
丁
同
心
無
加
堀
役
、
於
当
御
厨
住
人
者
、
為
養
御
厨
田
及
両

　
　
年
口
夕
夫
食
米
、
堀
徹
数
十
町
余
堰
溝
之
後
、
被
免
町
別
凡
絹
拾
疋
代
、
一

　
　
色

田
可
令
致
開
発
之
由
、
訴
申
於
国
司
之
処
、
依
無
国
損
被
免
也
、
随
又
言
上

　
　
於
公

家
之
処
、
被
下
　
論
旨
也
、
伍
以
町
別
凡
絹
拾
疋
進
済
国
庫
、
巳
経
代
々

　
　
也
」

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
在
国
司
は
公
地
と
御
厨
が
共
同
で
堰
溝
を
堀
通
す
こ
と
を
許
可

し
た
。
し
か
し
、
実
際
の
用
水
路
開
墾
工
事
で
は
、
公
地
田
堵
は
一
人
と
し
て
堀
役

を
勤
め
る
こ
と
な
く
御
厨
住
人
だ
け
で
数
十
町
余
の
用
水
路
を
開
繋
し
た
。
其
の
後
、

町

別
凡
絹
拾
疋
に
相
当
す
る
課
税
分
の
免
除
を
条
件
に
し
て
一
色
田
の
開
発
を
国
司

に

申
請
し
た
と
こ
ろ
、
国
の
損
に
な
ら
な
い
と
し
て
国
司
か
ら
公
認
さ
れ
、
朝
廷
か

ら
論
旨
も
受
け
た
。
「
両
年
」
の
開
発
期
間
中
は
町
別
凡
拾
疋
代
だ
け
が
免
除
さ
れ
た
。

そ

の

後
、
一
色
田
で
は
代
々
、
町
別
凡
絹
拾
疋
だ
け
を
国
庫
に
納
入
し
て
き
た
と
い

う
。　

こ
こ
で
も
御
厨
田
が
早
魅
で
荒
廃
し
て
し
ま
う
と
、
御
厨
は
国
衙
と
共
同
で
新
し

い

用

水
路
開
墾
工
事
を
実
施
し
、
御
厨
住
人
の
み
の
労
役
投
資
で
完
成
し
た
用
水
路

を
活
用
し
て
水
田
を
開
発
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
開
発
期

間
中
に
町
別
凡
絹
十
疋
が
免
除
さ
れ
た
こ
と
は
わ
か
る
が
、
地
子
や
官
物
の
免
税
措

置

は
不
明
瞭
で
あ
る
。
し
か
も
、
新
開
田
が
一
色
田
と
し
て
公
認
さ
れ
た
も
の
の
そ

こ
で
の
課
税
政
策
は
、
年
貢
は
免
除
さ
れ
る
も
の
の
、
町
別
凡
絹
拾
疋
は
国
庫
に
納

入

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
御
厨
田
が
早
越

で
荒
廃
す

る
と
現
地
で
の
下
か
ら
の
自
発
的
開
発
行
為
は
お
こ
ら
ず
に
、
御
厨
住
人

と
公
地
田
堵
を
動
員
し
た
国
衙
と
御
厨
と
の
共
同
事
業
と
し
て
権
力
的
な
用
水
路
開

発

を
お
こ
な
い
、
国
衙
権
力
と
荘
園
権
力
に
よ
る
一
色
田
造
成
工
事
が
組
織
さ
れ
た

の

で

あ
る
。
免
税
特
権
に
つ
い
て
も
町
別
凡
絹
十
疋
免
除
は
確
認
で
き
る
も
の
の
、

通
説
の

よ
う
な
三
力
年
年
貢
公
事
免
税
特
権
は
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
い
ず

れ

に

せ

よ
、
こ
の
町
別
絹
拾
疋
と
い
う
課
税
対
象
の
一
色
田
開
発
は
上
か
ら
の
権
力

に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
開
発
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
在
地
領
主
層
の
自
発
的
開
発
で

は
な
か
っ
た
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
院
政
期
に
お
い
て
早
越
や
洪
水
な
ど
災
害
被
害
に
あ
っ
た
公

田
や
荘
田
・
免
田
な
ど
課
税
対
象
地
は
、
下
か
ら
の
再
開
発
の
動
き
は
み
ら
れ
ず
、

国
衙
や
荘
園
権
力
が
上
か
ら
権
力
的
に
開
発
計
画
を
立
案
実
施
し
な
け
れ
ば
荒
廃
化

の

道

を
た
ど
る
一
方
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
本
田
数
減
少
と
復
興
策
の
停
止
ー
河
内
大
江
御
厨

　
河
内
・
摂
津
の
国
境
地
帯
に
あ
っ
た
大
江
御
厨
で
も
こ
う
し
た
動
向
が
み
ら
れ
た

こ
と
を
論
証
し
よ
う
。
こ
の
御
厨
は
内
膳
司
管
轄
の
下
で
供
御
の
魚
・
米
を
貢
進
す

る
御
厨
と
し
て
十
世
紀
に
出
発
し
十
一
世
紀
に
は
御
厨
子
領
大
江
御
厨
が
成
立
し
た

が
、
十
二
世
紀
後
半
に
は
本
田
の
河
成
・
荒
廃
や
作
人
編
成
の
失
敗
で
衰
退
し
、
十

三
世

紀
半
ば
に
は
水
走
氏
の
祖
藤
原
季
忠
が
御
厨
の
山
本
河
俣
両
別
当
職
に
補
任
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

れ

台
頭
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
『
山
椀
記
』
応
保
元
年
九
月
十
七
日
条
に
よ

る
と
こ
の
河
内
国
大
江
御
厨
復
興
策
七
ヶ
条
の
訴
状
が
内
蔵
頭
平
重
盛
か
ら
提
出
さ

れ

て

い
る
。

　
①
一
、
停
止
法
通
寺
妨
、
如
旧
可
随
進
止
事

　
②
一
、
作
人
募
権
門
威
不
持
進
供
御
事

　
③
一
、
本
田
二
百
三
十
丁
外
被
新
加
百
三
十
丁
宛
、
毎
日
一
丁
料
田
限
永
代
無
協

　
　
　
怠
弁
進
供
御
事

341



国立歴史民俗博物館研究報告

　第118集2004年2月

　
　
④
一
、
已
上
所
申
請
之
百
三
十
丁
若
無
裁
許
者
、
可
割
給
十
八
日
料
田
九
丁
八

　
　
　
　
反
事
、
件
毎
月
十
八
日
者
、
本
自
非
御
精
進
日
、
而
依
白
河
上
皇
仰
、
難

　
　
　
　
六

斎
外
、
十
八
日
最
可
為
御
精
進
、
伍
其
後
不
供
魚
味
、
而
院
御
宇
猶
可

　
　
　
　
為
魚
味
之
由
被
仰
下
、
伍
更
供
進
之
間
、
本
田
荒
廃
本
数
猶
以
減
少
、
而

　
　
　
　
又
此

日
相
具
、
然
者
可
被
加
件
日
料
田
之
由
申
請
事

　
　
⑤
一
、
本
田
之
内
、
或
成
河
、
或
荒
廃
、
伍
以
田
領
熟
所
被
立
改
事

　
　
⑥
一
、
国
中
池
河
津
等
任
延
喜
五
年
牒
可
為
御
厨
領
事

　
　
⑦
一
、
平
岡
恩
智
両
荘
如
元
為
御
厨
領
事

　
平
重
盛
の
復
興
策
は
、
本
田
を
新
た
に
一
三
〇
丁
分
拡
大
し
て
三
六
〇
丁
に
し
て

毎

日
一
丁
料
田
に
よ
っ
て
供
御
調
進
体
制
を
つ
く
る
こ
と
、
そ
れ
が
困
難
な
場
合
に

は
毎
月
十
八
日
に
供
御
を
調
進
す
る
た
め
料
田
九
丁
八
反
を
新
設
す
る
こ
と
、
河
内

国
内
の
池
河
津
は
も
と
よ
り
、
平
岡
荘
・
恩
智
荘
を
含
ん
で
大
江
御
厨
領
と
す
る
こ

と
な
ど
大
拡
張
政
策
で
あ
っ
た
。
平
氏
が
デ
ル
タ
地
形
の
洪
水
災
害
地
帯
に
お
い
て

伊
勢
神
宮
領
の
御
厨
や
蔵
人
所
の
御
厨
子
所
御
厨
の
復
興
策
を
通
じ
て
権
力
を
拡
大

し
て
い
た
政
策
の
一
環
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
頭
弁
忠
親

は
、
平
重
盛
申
請
の
七
ヶ
条
に
つ
い
て
蔵
人
通
定
を
介
し
て
二
条
天
皇

に

奏
聞
し
た
。
天
皇
は
「
前
関
白
に
申
せ
」
と
指
示
。
前
関
白
忠
通
の
家
司
飛
騨
前

司
季
長
を
介
し
て
忠
通
と
の
持
ち
回
り
合
議
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
忠
通
は
、
①
に
つ

い

て

は

蔵
人
牒
の
発
給
に
賛
成
し
、
自
余
新
儀
に
つ
い
て
は
「
子
細
を
尋
ね
ら
れ
ざ

れ

ば
、
後
に
な
っ
て
若
し
く
は
訴
え
有
る
か
。
旧
跡
有
る
事
に
お
い
て
は
仰
せ
下
さ

れ

何
事
こ
れ
有
ら
ん
哉
」
と
の
先
例
重
視
の
意
見
で
あ
っ
た
。
頭
弁
忠
親
が
参
内
し

て

忠
通
の
返
事
を
天
皇
に
伝
え
る
と
、
天
皇
は
「
最
然
事
等
也
、
作
人
に
お
い
て
供

御

を
持
進
せ
ざ
る
こ
と
最
不
当
也
、
早
く
所
勘
に
随
う
べ
き
の
由
仰
せ
下
す
べ
し
、

新
儀
に

お
い
て
は
然
る
べ
か
ら
ず
」
と
新
規
事
業
の
否
定
を
命
じ
た
。
忠
親
が
「
池

井
両
荘
事
旧
跡
と
し
て
時
代
を
経
る
と
難
も
、
こ
の
事
子
細
を
仰
せ
下
さ
る
べ
か
ら

ざ
る
か
」
と
再
度
確
認
す
る
と
、
二
条
天
皇
は
「
左
右
無
し
」
と
の
決
定
で
あ
っ
た
。

頭
弁
を
介
し
て
二
条
天
皇
と
前
関
白
忠
通
と
の
持
ち
回
り
合
議
で
、
平
重
盛
の
大
江

御
厨
再
興
策
は
国
政
の
最
終
決
定
の
場
で
否
決
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
こ
か
ら
、
第
一
に
大
和
川
・
淀
川
の
大
洪
水
で
大
江
御
厨
の
供
御
調
進
体
制
に

不
可
欠
な
本
田
が
河
成
に
な
り
荒
廃
し
て
い
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
「
本
数
猶
以

減
少
」
と
い
う
事
態
が
す
す
み
現
地
に
お
い
て
は
、
「
本
田
」
の
再
開
発
を
行
う
開
発

主
体

は
登
場
し
て
い
な
か
っ
た
。
「
本
田
」
が
洪
水
で
荒
廃
し
減
少
す
る
こ
と
は
、
在

地
の

作
人

ら
に
と
っ
て
は
供
御
役
調
進
を
放
棄
す
る
根
拠
に
な
っ
た
か
ら
、
む
し
ろ

在
地
勢
力
か
ら
は
歓
迎
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
権
門
を
募
っ
て
供
御
を
弁
進
し
な
く
な
っ

た

の

は

そ

の

た
め
で
あ
る
。
第
二
に
、
平
重
盛
は
権
力
的
な
上
か
ら
の
再
興
策
を
朝

廷

に
提
案
し
た
が
、
天
皇
は
摂
関
家
と
の
合
議
で
こ
の
復
興
策
を
否
決
し
た
こ
と
が

わ
か
る
。
内
蔵
頭
平
重
盛
は
上
か
ら
の
権
力
に
よ
る
開
発
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
供
御

調
進
体

制
を
現
地
で
再
構
築
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
認
識
し

て

い

た
。
し
か
し
、
上
か
ら
の
大
江
御
厨
の
新
た
な
復
興
策
は
、
先
例
墨
守
と
支
配

層
内
部
の
対
立
と
協
調
に
よ
る
無
責
任
主
義
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
ず
、
洪
水
地
帯
で

の

本

田
は
荒
廃
す
る
に
ま
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
院
政
期
間
に
は
こ
う
し
た
社
会
的

浪
費
が
大
き
く
、
と
り
わ
け
公
田
・
荘
田
な
ど
課
税
地
系
耕
地
の
荒
廃
化
は
災
害
と

と
も
に
増
加
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
土
地
利
用
シ
ス
テ
ム
が
社
会
的
に
行

き
詰
ま
り
を
み
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
院
政
・
鎌
倉
初
頭
に
お
け
る
作
田
の
縮
小
再
生
産
ー
越
後
白
河
荘

　
院
政
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
、
課
税
対
象
地
系
耕
地
は
国
衙
や
荘
園
権
力
に
よ

る
上
か
ら
の
開
発
が
組
織
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
納
税
を
前
提
に
し
た
下
か
ら
の
開
発

は
行
わ
れ
な
い
か
ら
、
公
田
や
荘
田
の
被
災
地
は
そ
の
ま
ま
荒
廃
す
る
に
ま
か
さ
れ

た
。
そ
の
実
情
が
ひ
と
つ
の
荘
園
に
お
い
て
判
明
す
る
稀
有
な
事
例
が
建
久
八
年
五

月
日
越
後
国
白
河
荘
年
々
作
田
注
文
案
（
九
条
家
文
書
一
四
四
九
）
で
あ
る
。

　

こ
の
史
料
は
九
条
家
に
伝
来
し
た
も
の
で
、
「
越
後
国
白
河
［
注
進
年
々
作
田
目

録
次
第
注
文
事
」
と
書
き
出
し
、
「
右
、
往
古
本
田
数
三
百
丁
云
々
、
錐
然
或
依
為
阿

賀
川
辺
地
年
来
之
間
、
毎
年
口
失
了
、
或
依
早
損
為
荒
廃
、
但
近
年
者
、
去
治
承
三
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年
以

御
使
行
忠
検
注
田
数
、
本
田
数
所
被
確
本
田
数
也
、
然
者
乱
以
後
田
数
近
年
為

御
不
審
、
注
進
如
件
」
と
し
て
「
公
文
僧
在
判
」
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
九
条
家
領

越
後
国
白
河
荘
で
は
、
仁
平
二
年
の
忠
通
殿
下
御
使
源
行
忠
の
検
注
目
録
で
三
百
町

と
登
録
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
が
、
阿
賀
川
の
氾
濫
が
続
き
毎
年
流

失
し
、
早
越
に
よ
る
損
田
に
よ
っ
て
荒
廃
し
た
。
治
承
三
年
に
は
仁
平
二
年
の
検
注

田
数
を
本
田
数
と
し
て
確
定
し
た
が
、
寿
永
治
承
の
内
乱
以
後
の
荘
田
数
に
つ
い
て

九

条
家
が
不
審
で
あ
る
と
い
う
の
で
、
公
文
僧
が
「
年
々
作
田
目
録
次
第
注
文
」
を

注
進

し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
公
文
は
「
年
々
作
田
目
録
」
に
も
と
づ
き
年
ご
と
の
損

田
数
と
得
田
数
を
報
告
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
院
政
～
鎌
倉
期
の
荘
園
制
下
で
は
、

白
河
荘
の
荘
田
作
付
け
・
耕
作
状
況
の
変
遷

年
　
号

西
　
暦

作
田
数

作
田
率

損
田
数

損
田
率

備
　
考

治
承
三

＝
七
九

二
五
二
・
三
・
一
二
〇

一
〇
〇

二
八
・
○
・
〇
六
〇

＝

四

一
｝
八
〇

内
検
所
当
米
を
以
て
兵
糧
弁
済

天
下
皆
損
亡
（
山
）

五

一
一
八
一

一
四
九
・
八
二
二
〇

五
九

五

二
六
・
三
四
〇

三
四

天
下
飢
饅
（
玉
）

六

＝
八
二

一
〇

二
・
一
・
〇
六
〇

四

〇

一
九
・
四
二
二
〇

一
八

飢
饅
兵
革
病
（
百
）

七

＝
八
三

一
二
三
・
三
・
〇
六
〇

四

八

四
二
・
九
二
八
〇

三
四

関
東
飢
饅
（
玉
）

元
暦
一

＝
八
四

四

二
・
○
・
三
〇
〇

一
七

七
・
九
・
○
⊥
ハ
○

一
七

炎
旱
都
鄙
充
満
（
玉
）

文
治
一

＝
八
五

二

一
・

二
・
〇
三
〇

八

ー

飢
饅

（吾
）

二

一
一
八
六

三
〇
・
六
・
三
四
〇

一
二

○
・
六
・
一
二
〇

二

諸
国
対
桿
（
玉
）

三

＝
八
七

五
六
・
五
・
三
〇
〇

二
二

三
・
六
・
三
四
〇

六

四

一
一
八
八

一
一
二
・
三
・
一
二
四
〇

四
四

五

丁
五
・
一
二
〇

四
六

五

一
一
八
九

一
二
八
・
丁
一
八
〇

五
〇

三
五
・
八
・
二
〇
〇

二
八

建
久
一

＝
九
〇

一
四
二
・
二
・
二
〇
〇

五
⊥
ハ

五
四
・
二
・
〇
六
〇

三
八

諸
国
早
魅
（
吾
）

二

＝
九
一

八
六
・
四
・
○
○
○

三
四

一
六
・
六
・
二
〇
〇

一
九

三

一
一
九
二

一
二

一
・

一
・

一
二
〇

四
八

八
・
○
・
一
二
〇

七

四

＝
九
三

一
六
七
・
五
・
○
○
○

⊥
ハ
六

三
九
⊥
ハ
・
〇
六
〇

二
三

早
越

（吾
）

五

＝
九
四

一
九

二
・
二
・
三
四
〇

七
六

三

四
・
丁
一
二
〇

一
七

六

二
九
五

一
六
九
・
○
・
〇
六
〇

六
七

七
八
・
四
・
三
四
〇

四
⊥
ハ

不
熟
損
亡
（
吾
）

七

＝
九
六

一
五
八
・
八
・
○
○
○

六
〇

六
・
○
・
三
四
〇

四

在
地
の
公
文
が
年
貢
収
納
の
必
要
か
ら
毎
年
の
作
田
・
損
田
・
得
田
を
掌
握
し
て
お

り
、
領
家
の
荘
務
権
と
は
別
次
元
で
現
地
に
お
い
て
作
田
注
文
を
作
成
し
て
年
貢
収

納
を
行
う
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
た
。
荘
園
領
主
側
は
不
審
に
思
っ
た
と
き
に
公
文

か

ら
報
告
を
求
め
る
体
制
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、

源

平
内
乱
な
ど
政
治
史
と
の
関
連
で
こ
の
史
料
が
分
析
さ
れ
、
義
仲
に
よ
る
北
陸
道

占
領
と
一
一
八
三
年
の
北
陸
源
平
決
戦
と
翌
年
に
は
鎌
倉
殿
勧
農
使
が
派
遣
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

も
の
の
荒
廃
化
を
激
化
さ
せ
た
こ
と
な
ど
在
地
情
勢
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
し

か

し
、
こ
の
史
料
は
荘
園
文
書
で
あ
り
、
年
貢
収
納
と
の
関
連
で
作
成
さ
れ
た
と
い

う
史
料
的
制
約
に
留
意
し
て
分
析
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
現
地
の
公
文
が
掌
握
し
て

　
　
　

い
た

白
河
荘
の
作
田
・
耕
作
状
況
の
変
遷
を
み
よ
う
。

　
　
　
　

源
平

争
乱
と
の
関
連
は
す
で
に
考
察
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
譲
り
、
こ
こ

　
　
　

で

は
、
全
国
の
飢
饅
や
災
害
と
の
関
係
、
作
田
・
損
田
状
況
の
変
化
に
つ
い

　
　
　

て

整
理
し
た
い
。

　
　
　
　

特
徴
の

第
一
は
、
平
安
末
の
仁
平
二
年
（
一
一
五
二
）
段
階
で
の
検
注
田

　
　
　

数
が

三
百
町

余
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
治
承
三
年
に
す
で
に
二
五
二

　
　
　

町
余
に
作
田
面
積
が
減
少
し
て
お
り
、
平
氏
に
よ
る
源
氏
追
討
戦
が
は
じ
ま
っ

　
　
　

た

治

承
四
年
に
は
内
検
注
の
み
で
作
田
は
不
明
。
元
暦
元
～
文
治
三
年
二

　
　
　
　一

八

七
）
の
四
年
間
の
作
田
平
均
は
わ
ず
か
平
均
三
七
町
余
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
　

こ
れ
は
戦
乱
・
戦
争
に
よ
る
一
時
的
な
農
業
生
産
そ
の
も
の
の
破
壊
と
み
な

　
　
　

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
治
二
年
三
月
三
日
頼
朝
書
状
に
「
治
承
四
年
乱

　
　
　

以
後
文
治
元
年
に
至
り
世
間
落
居
…
…
諸
国
人
民
各
官
兵
の
陣
を
結
び
空
し

　
　
　

く
農
業
の
勤
を
忘
れ
る
」
（
吾
妻
鏡
）
と
い
い
、
九
州
で
も
「
天
下
の
騒
動
の

　
　
　

間
、
公
私
軍
地
と
な
り
人
民
百
姓
併
せ
て
逃
散
し
畢
」
（
台
明
寺
文
書
　
鎌
二

　
　
　

二

五
）
と
あ
る
。
東
海
北
陸
道
で
土
民
等
が
追
討
に
動
員
さ
れ
、
浪
人
ら
を

　
　
　

旧
里
に
帰
住
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
な
国
策
だ
と
す
る
提
言
は
ま
さ
に
こ
の
時

　
　
　

期
の

農
業
生
産
の

崩
壊
が
戦
争
・
飢
饅
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

　
　
　

政
治
権

力
の
当
事
者
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
源
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平
争
乱
の
内
戦
が
農
業
生
産
を
崩
壊
さ
せ
、
作
田
そ
の
も
の
が
平
安
末
期
本
田
数
の

一
割

と
い
う
す
さ
ま
じ
さ
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
し
か
し
、
作
田
数
の
判
明
す
る
治
承
五
年
か
ら
建
久
七
年
ま
で
の
一
六
年
間
の
作

田
面
積
は
平
均
一
一
二
町
六
反
前
後
で
あ
る
。
全
国
戦
争
が
終
焉
し
頼
朝
が
上
洛
し

再
建
期
と
い
わ
れ
る
建
久
年
間
の
七
年
間
の
作
田
面
積
を
み
る
と
平
均
一
四
八
町
に

す

ぎ
な
い
。
平
安
時
代
の
本
田
数
の
半
分
、
治
承
三
年
の
作
田
数
の
五
八
パ
ー
セ
ン

ト
に
回
復
し
た
の
み
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
鎌
倉
期
の
回
復
期
に
な
っ
て
も
荘

園
領
主
や
荘
官
機
構
が
掌
握
し
て
い
た
耕
作
面
積
は
、
平
安
末
の
約
六
割
弱
に
減
少

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
鎌
倉
初
期
に
も
農
業
生
産
の
困
難
さ
が
つ
づ
き
平
安
末
期
の

生
産
水
準
を
取
り
戻
す
こ
と
は
で
き
ず
、
六
割
の
水
準
を
回
復
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ

た
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
平
安
末
か
ら
鎌
倉
期
の
五
〇
年
間
に
お
け
る
作
田
数
の
大

激
減

は
飢
饅
・
戦
乱
・
疫
病
の
三
大
苦
に
よ
る
人
為
的
要
因
が
生
産
組
織
そ
の
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

の

崩
壊
を
物
語
る
と
と
も
に
、
磯
貝
富
士
男
ら
が
指
摘
す
る
気
候
変
動
の
影
響
に
よ

る
長
期
的
な
農
業
生
産
の
困
難
さ
、
耕
作
条
件
の
自
然
的
条
件
の
悪
化
を
考
慮
せ
ざ

る
を
え
な
い
と
い
え
よ
う
。

　
そ

こ
で
当
時
の
農
業
生
産
の
技
術
的
水
準
を
考
え
る
た
め
に
、
作
田
の
う
ち
ど
れ

ほ

ど
の
損
田
が
発
生
し
た
か
損
田
率
を
み
る
と
、
平
年
ベ
ー
ス
で
は
二
割
に
な
る
。

特
に
損
田
率
が
三
割
を
超
え
る
治
承
五
・
治
承
七
・
建
久
元
年
に
つ
い
て
は
、
古
記

録

な
ど
に
関
東
飢
饅
・
諸
国
旱
越
・
不
熟
損
亡
な
ど
の
災
害
記
載
が
み
ら
れ
る
。
こ

こ
か
ら
、
越
後
白
河
荘
の
損
田
率
が
三
割
に
な
る
と
、
広
域
的
飢
饅
の
災
害
状
況
に

連
動
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
文
治
四
・
建
久
六
年
に
は
損
田
率
は
四
割
五
分
を
こ

え
て
お
り
、
耕
作
面
積
の
半
数
近
く
が
損
害
を
受
け
て
収
穫
し
え
な
か
っ
た
こ
と
が

わ

か

る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
越
後
白
河
荘
で
は
、
鎌
倉
期
の
農
業
で
は
生
産
条
件

の

よ
か
っ
た
時
で
も
、
作
田
の
二
割
は
損
田
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ

て
、
耕
作
面
積
の
二
割
が
損
田
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
の
が
中
世
農
業
の
技

術

的
限
界
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
毎
年
作
付

け
を
二
割
以
上
拡
大
し
な
け
れ
ば
、
中
世
農
業
生
産
は
拡
大
再
生
産
に
な
り
え
な
か
っ

た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
か
ら
、
院
政
期
か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
け
て
土
地
利
用
の
社
会
的
シ
ス
テ
ム
が

完
全

に
行
き
詰
ま
り
、
農
業
生
産
は
縮
小
再
生
産
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
。
課
税
対
象
地
と
な
る
本
田
数
は
災
害
・
戦
乱
・
疫
病
な
ど
の
中
で

荒
廃
・
減
少
し
て
お
り
、
国
衙
や
荘
園
権
力
に
よ
る
上
か
ら
の
再
開
発
が
組
織
さ
れ

な
い
か
ぎ
り
下
か
ら
公
田
開
発
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
。
気
候
条
件
の

悪
化
の

中
で
中
世
の
農
業
技
術
水
準
か
ら
み
て
も
、
平
年
作
で
作
付
け
面
積
の
二
割

は
損
田
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
条
件
に
あ
り
、
二
割
の
耕
地
拡
大
が
な
け
れ
ば
、
縮

小
再
生
産

を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
現
象
は
、
越
後
白
河
荘

の

み

の

特
殊
事
例
と
は
い
え
ず
、
公
田
や
荘
田
な
ど
課
税
対
象
耕
地
は
荒
廃
化
し
て

減
少
す
る
の
が
全
国
的
動
向
で
あ
っ
た
と
い
い
う
る
と
考
え
る
。

　
だ

と
す
る
と
、
院
政
期
か
ら
鎌
倉
初
期
に
お
い
て
荒
廃
荒
田
の
再
開
発
に
よ
る
課

税
対

象
耕
地
は
全
国
的
に
増
加
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
か
と
の
推

測
が

成

り
立
つ
。
鎌
倉
初
期
の
農
業
生
産
技
術
で
は
平
年
ベ
ー
ス
で
耕
作
地
の
二
割

の

損

田
を
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
か
ら
み
て
、
そ
れ
を
上
回
る
開
発
地
の
新
規
耕

地
の

造
成
が
全
国
で
二
割
以
上
に
達
し
な
け
れ
ば
、
全
体
と
し
て
農
業
の
拡
大
再
生

産
が
実
現

し
え
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
領
主
に
よ
る
自
発
的
な
荒
廃
公
田
の
再
開

発
が

想
定

し
え
な
い
こ
と
と
合
わ
せ
考
え
れ
ば
、
院
政
期
社
会
の
停
滞
性
は
政
治
．

経
済
両
面
で
大
き
く
、
こ
の
時
期
の
大
規
模
開
発
論
は
根
本
的
な
再
検
討
が
必
要
に

な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

②
開
発
文
立
券
に
よ
る
本
主
権
の
再
生
と
免
税
期
間
の
長
期
化

1

開
発
文
の
立
券
と
開
発
所
当
の
徴
収

研
究
史
の
問
題
点

開
発
領
主
に
よ
る
開
発
論
は
、

荒
廃
公
田
の
再
開
発
論
と
、
荒
野
の
開
発
に
よ
る
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別
名
の
形
成
論
、
百
姓
ら
小
規
模
開
発
地
の
買
得
論
の
三
本
柱
か
ら
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
次
ぎ
に
荒
野
開
発
論
の
検
討
に
移
ろ
う
。
荒
野
開
発
は
「
開
発
領
主

ト
ハ
根
本
私
領
ナ
リ
、
又
本
領
ト
モ
云
フ
」
と
あ
る
ご
と
く
相
伝
私
領
や
本
領
な
ど

中
世
的
土
地
所
有
を
実
現
す
る
最
も
確
か
な
方
策
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
研
究
さ
れ

　
　
（
1
6
）

て

き
た
。
特
に
、
開
発
領
主
に
よ
る
荒
野
開
発
論
は
、
東
国
武
士
が
武
蔵
野
原
野
な

ど
を
開
発
し
た
主
体
で
あ
り
、
東
国
武
士
‖
新
興
勢
力
論
の
強
固
な
歴
史
像
を
つ
く
っ

て

き
た
。
歴
史
実
証
面
で
そ
う
し
た
領
主
制
論
を
支
え
て
き
た
島
田
次
郎
は
鎌
倉
期

の

地

頭
が

幕
府
か
ら
山
野
占
有
を
公
認
さ
れ
て
開
発
に
従
事
し
た
こ
と
が
私
領
形
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

の

出
発
点
に
な
っ
た
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。
京
都
学
派
と
い
わ
れ
た
研
究
者
も
平

安
中
期
か
ら
荒
野
開
発
に
よ
っ
て
「
相
伝
私
領
」
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
券
契
を
有

す

る
土
地
で
官
物
を
納
入
す
る
か
ぎ
り
売
買
・
譲
渡
・
寄
進
な
ど
自
由
な
処
分
が
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

能
で
あ
っ
た
と
し
て
私
領
主
論
を
展
開
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
い
ず

れ

も
荒
廃
公
田
の
開
発
と
荒
野
開
発
と
の
地
目
の
違
い
が
税
制
史
と
ど
の
よ
う
に
関

連

し
て
い
る
の
か
と
い
う
視
点
を
ま
っ
た
く
欠
落
さ
せ
て
い
る
。
か
つ
て
戸
田
芳
実

は
荒
地
を
三
つ
に
大
別
し
て
、
「
完
全
な
未
開
地
で
あ
る
「
荒
野
」
、
長
期
間
ま
た
は

半
永
久
的
な
荒
廃
地
で
あ
る
「
常
荒
」
・
「
河
成
」
そ
し
て
短
期
間
の
不
耕
地
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

「
年
荒
」
で
あ
る
」
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
黒
田
日
出
男
は
十
世
紀
後
半
か
ら
登
場

す

る
「
荒
野
」
に
つ
い
て
検
討
し
、
荘
園
公
領
制
内
部
に
お
け
る
中
世
的
地
種
と
し

て

の

荒
野

は
「
完
全
な
未
墾
地
と
し
て
自
然
の
ま
ま
で
用
益
さ
れ
る
場
で
は
な
く
、

さ
り
と
て
田
畠
の
状
態
に
あ
る
わ
け
で
も
な
い
、
荒
廃
し
て
野
に
帰
し
た
場
な
の
で

　
（
2
0
）

あ
る
」
と
定
義
し
た
。
幕
府
に
よ
る
権
力
的
な
荒
野
開
発
令
を
重
視
し
、
郡
郷
保
の

開
発
型
と
別
名
の
開
発
型
の
二
類
型
を
抽
出
し
た
鈴
木
哲
雄
も
、
開
墾
に
よ
っ
て
準

備
さ
れ
た
耕
地
が
多
く
は
荒
野
と
よ
ば
れ
た
と
し
て
、
不
安
定
耕
地
と
し
て
の
荒
野

開
発
は
、
耕
地
の
安
定
集
約
化
が
主
流
で
新
田
開
発
に
よ
る
耕
地
の
拡
大
に
は
つ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
1
）

が

ら
な
か
っ
た
と
し
た
。
こ
う
し
て
「
荒
野
」
が
完
全
な
未
墾
地
で
あ
る
と
い
う
素

朴
な
開
発
論
は
克
服
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
木
村
茂
光
は
十
一
世
紀
後
半
に
は

「
荒

野
」
概
念
が
無
主
地
か
ら
国
衙
支
配
の
外
側
の
耕
地
を
含
む
も
の
に
拡
大
し
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

し
、
条
里
制
耕
地
以
外
の
大
規
模
開
発
が
進
展
し
た
と
し
て
い
る
。
中
世
に
お
け
る

「荒
野
」
と
い
う
地
目
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
不
安
定
耕
地
で
あ
っ
た
か
否
か
論
点
は
残
っ

て

い

る
。
中
世
成
立
期
の
荒
野
開
発
に
は
通
常
三
力
年
の
地
利
・
官
物
免
除
と
雑
公

事
免

除
を
受
け
、
そ
の
後
は
開
発
者
を
も
っ
て
主
と
す
る
慣
習
が
十
二
世
紀
に
一
般

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

化

し
、
開
発
さ
れ
た
田
地
を
も
っ
て
給
田
に
当
て
た
り
馬
上
免
と
し
た
と
い
う
通
説

が

信

じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
諸
研
究
で
は
荒
野
・
荒
田
開
発
に
ど

の

よ
う
な
課
税
政
策
が
と
ら
れ
た
の
か
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
と
く
に
三
力
年
の

地
利
年
貢
免
除
と
雑
公
免
除
の
慣
習
が
十
二
世
紀
に
成
立
し
た
と
す
る
網
野
・
戸
田

の

見
解
は
疑
義
が
あ
り
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

　
荒
野
が

黒

田
・
鈴
木
ら
の
い
う
ご
と
く
「
荒
廃
し
て
野
に
帰
し
た
場
」
と
す
れ
ば
、

荒

野
・
荒
田
が
か
つ
て
は
公
田
で
あ
り
そ
れ
が
荒
廃
化
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

開
発
で
は
旧
本
主
権
の
残
存
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
勝
俣
鎮
夫
は
中
世

後
期
に
徳
政
と
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
る
「
地
発
（
起
・
興
）
」
に
つ
い
て
「
地
お
く

る
」
と
い
う
用
法
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
こ
の
地
発
の
本
来
の
意
味
は
土
地
を
開
墾
す

る
こ
と
と
同
じ
で
、
土
地
を
息
づ
か
せ
る
、
す
な
わ
ち
土
地
に
生
命
を
付
与
す
る
行

　
　
　
　
（
2
4
）

為
で
あ
っ
た
」
と
し
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
開
発
こ
そ
が
本
主
権
を
つ
く
る
と
い
う

理
論
で

あ
る
。
優
れ
た
洞
察
に
み
ち
た
学
説
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
中
世
の
具
体
的

史
料

に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
実
証
さ
れ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。
古
代
史
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

本
主
権
が

ど
う
で
あ
っ
た
か
は
、
坂
上
康
俊
の
考
察
が
あ
る
が
、
中
世
に
お
い
て
荒

廃
公

田
の
開
発
で
は
本
主
権
の
成
立
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
の
か
、
平
安
中
期
に

一
旦
成
立

し
た
本
主
権
は
耕
地
が
荒
廃
し
た
と
き
本
主
権
は
永
久
に
消
滅
し
な
い
の

か
、
中
世
社
会
の
再
開
発
で
も
本
主
権
は
成
立
す
る
の
か
な
ど
の
疑
問
点
に
な
ん
ら

解
答
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
以
下
そ
の
検
討
に
入
ろ
う
。

　
開
発
文
の
立
券

　
ま
ず
、
平
安
中
期
に
公
験
を
も
つ
私
領
が
生
ま
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

が
、
開
発
は
立
券
と
不
可
分
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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天

永
二
年
七
月
十
三
日
僧
慶
実
開
発
田
立
券
文
（
成
實
堂
所
蔵
東
大
寺
文
書
　
平

一
七
四
七
）
を
示
そ
う
。

　

開
発
田
事

　
　
合
壼
段
小
　
四
至
噸
鮪
榊
鯉
㎜
晒
鮒
罧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
　
右
件

田
、
徳
源
開
発
田
也
、
而
第
子
僧
慶
実
所
得
相
伝
所
領
、
伍
為
後
代
沙
汰
、

　
　
立
券
文
　
如
件

　
　
　
天
永
二
年
七
月
十
三
日
　
　
　
僧
（
花
押
）

　
　
別
当
大
法
師
（
花
押
）

　

こ
れ
は
徳
源
が
開
発
し
た
田
を
弟
子
慶
実
が
相
伝
し
た
こ
と
を
公
認
し
た
も
の
で

「
立
券
文
如
件
」
と
書
止
め
る
。
こ
の
立
券
文
に
よ
っ
て
開
発
地
は
「
相
伝
所
領
」
と

規
定

さ
れ
、
こ
の
立
券
文
が
後
代
の
公
験
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。　

こ
う
し
た
開
発
田
立
券
文
は
数
点
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
開
発
文
が
公
験

と
し
て
機
能
し
た
事
例
と
し
て
永
久
五
年
二
月
九
日
僧
禅
得
解
（
根
津
美
術
館
所
蔵

東
大
寺
文
書
　
平
］
八
六
八
）
を
示
そ
う
。
こ
の
文
書
は
「
右
件
地
　
常
々
荒
野
也

而

為
居
住
開
発
、
造
立
小
屋
、
往
年
久
英
　
伍
為
後
代
公
験
御
判
請
申
如
件
」
と
あ

る
ご
と
く
開
発
立
券
文
で
あ
り
、
借
用
状
と
連
券
に
さ
れ
て
公
験
と
し
て
機
能
し
伝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

来

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
詳
細
は
別
稿
で
検
討
し
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
開

発
文

は
立
券
文
と
な
っ
て
公
験
に
な
り
う
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
家
か

ら
相
伝
が
ゆ
る
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
売
券
や
質
券
・
流
状
な
ど
と
同
様
開
発
文
も
立

券
に

よ
っ
て
社
会
的
行
政
的
に
も
公
有
地
の
私
領
化
・
相
伝
化
．
請
負
化
が
公
認
さ

れ

る
手
続
き
で
あ
っ
た
。
こ
の
相
伝
の
主
体
に
な
り
う
る
こ
と
が
「
本
領
主
」
と
史

料
上

よ
ば
れ
て
い
る
か
ら
本
主
権
と
い
え
よ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
売
券
な
ど
に
登

場
す
る
「
先
祖
相
伝
私
領
」
と
は
、
史
料
上
「
本
領
主
」
と
い
わ
れ
、
券
文
が
立
て

ら
れ
た
土
地
を
指
す
。
し
か
し
、
こ
の
「
相
伝
私
領
」
の
本
主
権
と
は
所
有
論
で
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

う
私
的
所
有
地
で
は
な
い
。
そ
れ
は
立
券
文
に
よ
っ
て
請
負
が
公
認
さ
れ
た
公
地
や

私
地

を
混
在
さ
せ
た
中
世
的
所
領
単
位
で
あ
り
、
納
税
方
法
が
別
立
て
に
な
り
、
請

負
の
権
利
が
相
伝
・
譲
与
・
寄
進
す
る
こ
と
を
公
認
さ
れ
た
所
領
単
位
に
す
ぎ
な
い
。

　
建
保
五
年
九
月
十
四
日
肥
前
国
高
来
郡
伊
福
・
大
河
惣
立
券
文
（
大
川
文
書
　
鎌

二
三
三
五
）
は
、
「
肥
前
国
高
来
郡
内
宇
佐
宮
御
領
伊
福
大
河
田
畠
山
野
桑
在
家
等
事
」

と
書
出
し
、
そ
の
内
訳
を
コ
伊
福
大
河
惣
四
至
」
二
伊
福
村
」
⊃
大
河
村
」
二

今
村
」
に
つ
い
て
四
至
と
地
目
と
数
量
を
書
あ
げ
「
右
立
券
如
件
」
と
し
て
沙
汰
人

藤
原
朝
臣
、
定
使
本
司
内
藤
永
行
、
使
弁
官
栗
田
宿
禰
が
連
署
し
て
い
る
。
こ
こ
で

は
、
す
で
に
「
惣
」
「
村
」
が
田
畠
・
山
野
・
桑
・
在
家
等
を
含
ん
だ
存
在
と
し
て
立

券
さ
れ
て
い
る
。
中
世
で
は
惣
や
村
も
四
至
と
そ
の
内
部
の
地
目
と
数
量
を
と
も
な
っ

て

立
券
文

に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
立
券
に
よ
っ
て
「
惣
」
や
「
村
」
が

国
家
か
ら
の
請
負
対
象
と
し
て
認
定
さ
れ
、
年
貢
や
課
役
の
納
税
方
法
が
別
納
に
さ

れ

私
領
と
し
て
の
相
伝
が
公
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
で
は
立
荘

の

み

が

注

目
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
立
山
・
立
林
、
立
野
な
ど
と
同
様
立
券
の
一

形
態
に

す

ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
荒
野
畠
の
開
作
と
古
作
に
よ
る
課
税
法
と
公
事
免
・
開
発
所
当
賦
課
ー
紀
伊
直
川
保

　
平
安
中
期
に
お
け
る
荒
野
開
発
を
申
請
し
国
家
に
よ
っ
て
立
券
が
認
め
ら
れ
耕
地

化
が

進
行

し
た
際
に
、
ど
の
よ
う
に
課
税
問
題
が
お
き
、
開
発
と
ど
の
よ
う
な
矛
盾

を
発
生
さ
せ
た
の
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
手
が
か
り
と
し
て
、
紀
伊
国
直
川
保
の

　
　
　
（
2
8
）

荒
野
開
発
を
検
討
し
よ
う
。

　
承
安
四

年

（
＝
七
四
）
十
二
月
日
紀
実
俊
は
紀
ノ
川
流
域
の
直
川
保
河
南
島
久

重
名
内
松
門
名
荒
野
を
開
発
し
て
畠
四
町
を
開
作
し
た
。
「
都
鄙
之
習
、
荘
公
之
例
、

荒
野
者
錐
千
町
無
益
也
、
開
作
者
錐
一
段
有
地
利
也
、
然
件
荒
野
畠
者
一
方
大
河
也

三
方
古

川
中
島
也
、
故
為
四
燐
荘
公
放
牛
馬
被
喰
損
、
且
又
為
洪
水
深
底
、
水
損
第

一
、

不
中
用
地
天
、
所
作
地
利
有
名
無
実
之
故
、
比
郷
燐
荘
人
民
等
敢
無
開
発
耕
作

之
志

　
」
と
い
う
よ
う
に
、
河
中
嶋
と
い
う
洪
水
の
常
習
地
帯
は
、
荘
公
の
牛
馬
放

牧
地
で
、
耕
地
と
し
て
は
有
名
無
実
で
住
人
等
の
開
発
・
耕
作
活
動
が
展
開
さ
れ
え

な
い
場
だ
と
主
張
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
荒
野
の
中
に
開
作
さ
れ
た
畠
四
町
は
「
荒
野
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畠
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
「
為
存
国
益
、
且
為
思
相
伝
、
件
嶋
荒
野
令
開

作

之
処
無
其
優
恩
、
原
因
准
古
作
、
被
徴
下
所
当
公
役
者
、
何
励
開
発
、
倍
存
国
益

哉
」
と
あ
る
ご
と
く
、
「
古
作
」
と
い
う
地
目
に
准
じ
て
「
所
当
」
と
「
公
役
」
と
も

負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
実
俊
は
「
被
免
除
万
雑
公
事
交
分

等
天
、
所
当
税
代
麦
段
別
弐
斗
爾
、
追
年
取
進
梶
取
請
文
」
こ
と
を
国
司
に
申
請
し

た
。
こ
れ
に
対
し
て
「
於
新
開
発
者
依
請
之
　
御
判
」
と
袖
書
が
な
さ
れ
、
奥
部
分

に
「
件
畠
令
開
発
荒
野
、
為
松
門
別
名
、
所
当
税
代
麦
単
麦
弐
斗
令
徴
下
、
至
万
雑

公

事
井
保
司
役
可
免
除
之
由
国
判
顕
然
也
、
伍
加
在
庁
与
判
　
」
と
し
て
在
庁
七
人

　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

の

連
署
を
写
し
て
い
る
。

　

こ
こ
か
ら
判
明
す
る
こ
と
は
、
院
政
期
に
お
い
て
は
荒
野
を
開
発
し
た
荒
野
畠
は

「
古

作
」
と
同
様
、
所
当
と
公
役
が
徴
収
さ
れ
て
い
た
。
天
永
元
年
十
二
月
十
三
日
伊

賀
国
名
張
郡
司
等
勘
注
（
東
大
寺
文
書
　
平
一
七
三
九
）
に
は
、
永
承
二
年
十
一
月

十
三

日
伊
賀
国
司
庁
宣
の
「
至
丁
古
作
公
田
者
、
任
例
令
沙
汰
官
物
、
於
荒
野
開
発

田
者
、
可
為
寺
領
」
と
あ
る
。
伊
賀
国
に
お
い
て
も
古
作
公
田
で
は
「
官
物
」
が
徴

収
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
た
め
、
現
地
の
開
発
者
実
俊
は
、
万
雑
公
事
と
保

司
役
の
免
除
の
特
権
を
国
衙
か
ら
獲
得
し
、
「
開
発
之
所
当
」
と
し
て
段
別
麦
二
斗
の

納
入
を
約
束
し
て
「
梶
取
請
文
」
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
梶
取
請
文
は
利
田

請
文

と
同
類
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
荒
野
畠
は
、
保
司
役
や
公
事
が
免
除
さ

れ

た
の
で
あ
る
か
ら
税
制
体
系
で
は
保
司
に
よ
る
徴
税
収
納
シ
ス
テ
ム
か
ら
離
れ
て

別
納
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
保
と
は
別
に
「
開
発
之
所
当
」
を
徴
税
請
負
し
別

納
に

す

る
こ
と
の
契
約
文
書
が
「
梶
取
請
文
」
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
院
政
期
の

荒
野
開
発
で
は
網
野
が
指
摘
す
る
よ
う
な
開
発
時
の
三
力
年
免
税
い
う
特
典
は
ま
っ

た

く
問
題
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
万
雑
公
事
免
除
と
荒
野
畠
の
所
当
麦
反
別
弐

斗
代
の
徴
収
と
い
う
厳
し
い
条
件
下
に
開
発
が
許
可
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
か

ら
、
院
政
期
に
は
荒
野
開
発
は
本
来
「
古
作
」
に
准
し
て
所
当
公
役
負
担
の

課
税
体

系
下
に
あ
っ
た
が
、
国
司
の
権
限
に
よ
っ
て
公
事
免
の
特
権
を
あ
た
え
、
開

発
所

当
麦
弐
斗
代
を
負
担
さ
せ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
国
家
権
力
は
古
作
に
も
「
荒

野
」
に
も
徴
税
権
を
行
使
し
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
知
行
国
下
で
の
荒
野
開
発
と
公
事
免
ー
信
濃
宮
田
村

　
で

は
、
こ
う
し
た
紀
伊
直
川
保
の
事
例
は
例
外
措
置
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も

一
般
的
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

　
保
延
二
年
（
＝
三
六
）
四
月
十
七
日
信
濃
国
宮
田
村
司
散
位
平
朝
臣
家
基
は
国

司
に
神
事
勅
事
京
上
人
夫
等
役
の
免
除
を
申
請
し
た
（
知
信
記
裏
文
書
　
平
二
三
四

三
）
。
そ
の
理
由
は
「
口
件
村
為
御
布
所
、
被
免
除
万
雑
事
、
町
別
細
布
廿
段
在
口
中

布
一
段
、
所
弁
来
也
因
薮
見
作
田
十
八
町
余
歩
在
家
廿
口
口
所
当
無
一
段
之
未
進
究

済
巳
了
」
と
い
い
、
本
来
、
宮
田
村
が
公
事
免
で
町
別
の
布
の
み
を
納
入
す
る
御
布

所
で

あ
っ
た
と
主
張
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
「
自
留
守
所
、
被
宛
口
口
神
事
勅
事
京
上
人

夫
等
役
御
令
勘
責
、
僅
住
人
等
不
留
口
者
」
と
い
う
よ
う
に
、
留
守
所
が
臨
時
雑
役

を
賦
課
す
る
の
で
住
人
が
逃
亡
し
た
。
村
司
家
基
は
「
就
中
、
飢
渇
疾
疫
之
間
、
件

郷
民
等
逃
死
亡
多
々
也
者
、
口
来
之
民
、
見
如
此
事
、
忘
耕
作
思
、
望
請
　
国
裁
被

免

除
件
口
口
者
、
開
発
荒
野
、
致
官
物
弁
、
伍
勒
在
状
謹
解
」
と
申
請
し
た
の
で
あ

（3
0
）

る
。　

保
延

二
年
信
濃
で
の

「
飢
渇
疾
疫
之

間
、
件
郷
民
等
逃
死
亡
多
々
也
者
」
と
い
う

飢

饅
に
よ
る
郷
民
の
死
亡
逃
亡
は
、
全
国
飢
饅
と
連
動
し
て
い
た
。
長
承
三
年
「
近

日
森
雨
洪
水
、
京
中
の
路
頭
往
反
せ
ず
七
道
五
畿
こ
の
愁
い
有
り
…
…
今
年
以
後
天

下
飢
饅
」
（
百
錬
抄
）
と
あ
り
、
長
承
四
年
四
月
廿
七
日
保
延
と
改
元
さ
れ
た
が
、
そ

れ

は
「
疾
疫
飢
饅
に
依
る
也
」
と
あ
る
。
保
延
二
年
三
月
一
日
に
は
「
近
日
天
下
大

飢
饅
、
道
路
多
く
餓
死
者
或
は
小
児
を
棄
て
、
或
は
乞
食
者
多
し
」
（
『
中
右
記
』
）
と

い

う
状
況
で
あ
っ
た
。
都
会
で
の
長
承
保
延
飢
饅
は
信
濃
の
田
舎
に
も
浸
透
し
、
郷

民
の

死
亡
逃
亡
で
村

そ
の
も
の
が
荒
廃
し
て
い
た
。
宮
田
村
司
平
家
基
は
、
神
事
勅

事
京
上
人
夫
等
役
の
免
除
と
い
う
特
権
の
も
と
で
、
「
荒
野
を
開
発
し
、
官
物
弁
を
致

す
」
こ
と
を
申
請
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
荒
野
」
も
百
姓
ら
の
死
亡
逃
亡
跡
を
含

ん

で

お
り
、
旧
本
主
権
の
残
っ
た
旧
耕
地
で
あ
っ
た
。
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長
承
元

年
十
二
月
か
ら
保
延
五
年
正
月
ま
で
信
濃
守
は
藤
原
親
隆
で
あ
り
、
彼
は

『
兵
範
記
』
久
安
五
年
十
月
十
日
条
や
久
寿
二
年
四
月
廿
七
日
条
か
ら
忠
通
の
家
司
と

し
て
み
え
る
。
五
味
文
彦
の
い
う
ご
と
く
信
濃
は
保
延
年
間
忠
通
の
知
行
国
で
あ
り

そ

の

家
司
親
隆
が
推
挙
さ
れ
て
信
濃
守
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
家
基
の
申
請

は

戸
田
芳
実
が
予
想
し
た
よ
う
に
「
摂
関
家
を
介
し
て
沙
汰
」
さ
れ
た
と
み
て
間
違

い

な．

四
・
し
た
が
・
て
・
院
政
期
の
知
行
国
制
下
で
も
・
荒
野
開
発
に
つ
い
て
は
雑

役
免
除
、
官
物
徴
収
と
い
う
税
制
が
知
行
国
主
や
国
司
の
認
可
に
よ
っ
て
決
ま
る
の

が

通
例
で
あ
っ
た
と
み
て
ま
ち
が
い
な
か
ろ
う
。
十
二
世
紀
に
三
力
年
の
所
当
免
除
、

公
事
免

除
と
い
う
慣
習
の
成
立
を
主
張
す
る
網
野
・
戸
田
説
は
再
検
討
が
必
要
で
あ

る
。
十
二
世
紀
の
国
家
権
力
が
荒
廃
公
田
は
も
と
よ
り
古
作
・
荒
野
に
対
し
て
も
徴

税
権
を
も
ち
在
地
を
掌
握
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
網
野
が
平
安
期
に
荒
野
開
発
で
は
三
力
年
の
地
利
・
雑
公
事

免

除
と
い
い
、
戸
田
が
三
力
年
の
官
物
・
雑
事
免
除
、
石
母
田
が
地
子
雑
役
免
除
の

特
典

と
い
っ
た
点
は
、
史
実
に
反
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
確
か
に
、
治
暦
二
年
二

〇
六

六
）
三
月
十
一
日
元
興
寺
大
僧
都
房
教
所
下
文
案
（
東
大
寺
文
書
　
平
一
〇
〇

二
）
に
「
開
発
三
ケ
年
間
、
地
利
免
除
、
其
後
者
官
物
者
可
弁
済
国
庫
、
於
壼
段
別

一
斗
御
加
地
子
者
、
可
弁
進
領
家
者
也
」
と
あ
り
、
開
発
三
年
間
は
地
利
免
除
で
、

そ

の

後
官
物
と
加
地
子
を
は
ら
っ
て
い
る
史
料
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
、
開
発

三

力
年
地
利
免
除
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
が
、
「
官
物
」
も
免
除
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か

は
明
確
で
な
い
。
地
利
と
は
別
に
官
物
や
田
租
が
存
在
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
両
者

は
厳
密
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
史
料
と
し
て
、
寛
弘
七
年
（
一
〇

一
〇
）
石
部
千
吉
請
文
（
二
見
郷
文
書
　
平
四
五
三
）
を
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
田
代

荒
野
の
開
発
申
請
に
対
し
て
「
至
干
田
租
為
公
済
之
支
、
於
干
地
利
又
成
開
発
之
利
」

と
あ
る
。
須
磨
千
頴
が
い
う
よ
う
に
地
利
は
「
田
租
を
差
し
引
い
た
残
り
の
地
主
得

分

を
意
味
」
（
国
史
大
辞
典
「
地
利
」
）
し
て
い
る
。
地
利
は
開
発
者
の
特
典
に
な
っ

て

い

る
が
、
田
租
は
賦
課
さ
れ
国
司
の
公
文
勘
会
を
支
え
る
資
財
に
な
っ
て
い
る
。

仁
平
四

年
（
一
一
五
四
）
物
集
荘
預
所
下
文
案
（
壬
生
家
文
書
　
平
二
八
〇
一
）
に

「
於
荒
野
開
発
者
、
為
三
ケ
年
地
利
免
除
事
也
」
と
あ
り
、
地
利
が
三
力
年
開
発
者
の

利
と
さ
れ
、
国
衙
か
ら
免
除
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で

も
官
物
の
賦
課
は
不
明
で
あ
る
。
そ
こ
で
越
前
国
大
野
郡
泉
郷
の
「
荒
野
地
」
が
参

議
右
近
衛
権
中
将
藤
原
成
通
領
と
し
て
「
開
発
」
寄
進
さ
れ
た
と
き
の
文
書
を
示
そ

う
。
大
治
二
年
十
二
月
廿
七
日
僧
永
真
所
領
寄
進
状
（
京
都
大
学
所
蔵
一
乗
院
文
書

平
二
二
四
）
に
「
今
寄
進
左
中
将
殿
政
所
、
致
開
発
為
御
領
、
随
田
数
両
三
年
之

間
、
可
令
弁
済
段
別
三
斗
官
物
之
、
於
後
年
者
、
可
依
傍
例
率
法
」
と
あ
る
。
こ
こ

で

は
あ
き
ら
か
に
開
発
の
三
力
年
間
に
官
物
段
別
三
斗
を
弁
済
す
べ
き
こ
と
を
約
束

し
て
い
る
。

　
以
上
か

ら
、
平
安
期
国
衙
は
荒
野
開
発
に
際
し
て
も
官
物
・
開
発
所
当
は
徴
収
し

て

お
り
、
開
発
者
の
利
益
は
地
利
の
み
三
力
年
の
免
除
が
原
則
で
あ
っ
た
と
い
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
網
野
・
戸
田
・
石
母
田
ら
の
い
う
荒
野
開
発
に
よ
る
三
力
年
の

官
物
雑
公
事
免
除
の
特
典
説
は
誤
り
と
い
え
よ
う
。
で
は
、
十
一
・
十
二
世
紀
に
お

い

て

荒
野
に

も
官
物
・
開
発
所
当
が
賦
課
さ
れ
、
地
利
の
み
三
力
年
免
除
と
い
う
原

則
は

な
に
ゆ
え
生
ま
れ
て
い
た
の
か
は
今
後
の
研
究
課
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
古

代

社
会
に
お
い
て
三
年
不
耕
の
原
則
下
で
荒
野
や
荒
廃
田
・
古
作
・
荒
田
・
野
等
が

開
発
さ
れ
た
と
き
、
地
目
に
即
し
て
租
税
政
策
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
か
、

開
墾
田
の
認
定
と
墾
田
の
租
税
賦
課
の
政
策
と
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
、

開
発
者
の
利
益
は
何
で
あ
っ
た
の
か
等
に
つ
い
て
は
、
最
新
の
研
究
の
到
達
点
を
示

す

と
い
う
『
新
体
系
日
本
史
3
　
土
地
所
有
史
』
（
山
川
出
版
社
　
二
〇
〇
二
）
を
み

て

も
言
及
が
な
く
、
研
究
史
上
不
明
で
あ
る
。
古
代
史
研
究
者
の
意
見
を
是
非
知
り

た

い

も
の
で
あ
る
。

　
鎌
倉
期
に
お
け
る
畠
を
棄
て
荒
野
に
成
す
ー
紀
伊
直
川
保

　
鎌
倉

時
代
に
入
る
と
、
こ
う
し
た
荒
野
開
発
を
め
ぐ
る
国
衙
の
徴
税
権
や
税
制
は

ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
紀
伊
直
川
保
の
事
例
を
み
よ
う
。

　
建
久
三
年
十
二
月
日
の
実
俊
解
（
栗
栖
家
文
書
一
・
ハ
）
は
「
去
承
安
之
比
、
木
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工
頭
殿
之
御
任
、
申
請
荒
野
申
可
開
作
由
之
時
、
永
停
止
万
雑
事
、
依
請
宛
給
畢
、

国
判
明
自
也
、
因
薮
、
実
俊
耕
墾
之
、
而
令
弁
済
所
当
之
処
、
池
中
納
言
殿
之
御
任
、

猶
任
先

例
、
難
被
停
止
万
雑
事
、
依
不
被
免
彼
田
畠
荒
野
等
之
立
毛
雑
穀
交
分
、
棄

捨
件
畠
之
後
、
成
荒
野
畢
、
難
然
、
今
幸
奉
遇
能
治
之
御
任
、
争
不
言
上
宿
望
之
未

遂

　
」
と
し
て
「
為
松
門
別
名
、
宛
賜
直
川
保
久
重
名
内
田
壱
町
醐
粘
毅
捌
、
畠
弐
町

毅
捌
禅
、
井
荒
野
鵬
醗
新
計
澱
、
比
等
皆
以
被
免
除
万
雑
公
事
、
保
司
役
立
毛
雑
穀
交
分

等
、
不
随
刀
禰
下
知
、
追
年
下
行
梶
取
、
令
取
進
請
文
状
」
と
申
請
し
て
い
る
。
池

中
納
言
平
頼
盛
は
『
山
椀
記
』
治
承
三
年
正
月
六
日
条
と
『
玉
葉
』
養
和
元
年
九
月

廿
八

日
条
か
ら
紀
伊
知
行
国
主
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
か
ら
、
治
承
三
年
以

降
に
な
っ
て
、
直
川
保
の
荒
野
開
発
畠
に
そ
れ
ま
で
の
開
発
所
当
の
外
に
立
毛
雑
穀

交
分
と
い
う
付
加
税
を
追
加
徴
収
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
実
俊
は
こ
れ
ま
で

開
発
し
た
「
畠
を
棄
捨
し
荒
野
に
成
す
」
と
い
う
行
動
に
出
た
。

　

そ
の
後
『
吉
記
』
文
治
四
年
十
二
月
十
二
日
条
に
は
藤
原
経
房
が
紀
伊
の
知
行
国

主
に

な
り
、
建
久
二
年
二
月
一
日
に
は
平
経
高
が
国
司
に
な
っ
て
い
る
（
『
公
卿
補
任
』

経
高
元
仁
元
年
）
。
こ
の
知
行
国
主
・
国
司
の
交
代
を
み
て
実
俊
は
紀
伊
守
経
高
に
開

発
所

当
以
外
の
公
事
や
交
分
な
ど
の
免
除
と
刀
禰
下
知
に
従
わ
な
い
と
い
う
条
件
で

再
度

開
作
申
請
を
提
出
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
大
介
平
朝
臣
経
高
は
「
下
　
留
守

所
　
任
申
請
旨
、
且
令
耕
作
件
田
畠
等
、
且
可
令
弁
済
所
当
者
」
と
の
外
題
を
与
え
、

建

久
三
年
十
二
月
一
日
留
守
所
符
が
発
給
さ
れ
「
久
重
名
内
田
壱
町
（
所
当
段
別
単

米
参
斗
）
、
畠
弐
町
（
段
別
単
麦
弐
斗
）
、
為
松
門
別
名
、
被
免
除
万
雑
公
事
、
保
司

役
等
至
田
所
当
者
　
段
別
参
斗
（
単
米
、
梶
取
下
）
、
畠
税
代
麦
段
別
弐
斗
（
単
麦
、

同
下
定
）
無
禰
怠
令
弁
済
、
加
之
、
保
内
所
有
之
荒
野
・
畠
代
令
開
発
、
至
所
当
者
、

税
代
麦
段
別
壱
斗
（
同
梶
取
下
定
）
、
令
弁
進
、
雑
役
免
等
欲
被
停
止
　
者
、
早
任
申

請
之
旨
可
令
宛
行
之
由
、
所
被
成
下
　
国
判
也
、
伍
任
　
国
宣
之
旨
所
遵
行
如
件
」

と
命
じ
て
い
る
（
栗
栖
家
文
書
一
・
ロ
）
。
そ
の
上
で
、
紀
実
俊
は
建
久
五
年
二
月
六

日
に
「
直
川
嶋
常
常
荒
野
壱
所
開
発
新
立
券
文
」
を
申
請
し
「
在
郷
署
判
」
と
「
舎

弟
等
署
判
」
を
受
け
て
い
る
（
栗
栖
家
文
書
一
・
二
『
和
歌
山
県
史
中
世
史
料
二
』
）
。

　

こ
こ
か
ら
判
明
す
る
こ
と
は
、
第
一
に
、
万
雑
事
免
除
・
開
発
所
当
賦
課
と
い
う

課
税
条
件
で
の

荒
野
開
発
の
承
認
と
い
う
政
策
は
、
知
行
国
主
・
国
司
の
交
代
に
よ
っ

て

変
動

し
た
。
中
世
国
家
は
、
荒
野
開
発
に
つ
い
て
の
全
国
統
一
の
課
税
政
策
は
な

く
、
知
行
国
主
・
国
司
に
よ
る
地
方
財
政
ご
と
に
課
税
政
策
は
変
動
し
て
い
た
こ
と

が

わ
か
る
。
第
二
に
、
現
地
で
の
開
発
主
体
は
、
国
衙
に
よ
る
課
税
条
件
が
強
化
さ

れ

た
場
合
に
は
、
荒
野
開
発
の
「
畠
を
棄
て
荒
野
に
成
す
」
と
い
う
行
動
に
出
た
。

こ
の
「
荒
野
に
成
す
」
と
は
、
開
作
を
停
止
し
す
べ
て
の
納
税
を
拒
否
す
る
順
法
闘

争
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
「
都
鄙
之
習
、
荘
公
之
例
、
荒
野
者
難
千
町
無
益
也
、
開

作
者

難
一
段
有
地
利
也
」
と
い
う
論
理
が
課
税
政
策
を
と
る
知
行
国
主
・
国
司
に
対

す

る
開
発
主
体
の
抵
抗
の
論
理
で
あ
る
。
第
三
に
、
開
発
主
体
と
国
衙
と
の
交
渉
の

結

果
、
久
重
名
内
に
あ
っ
た
田
壱
町
（
所
当
段
別
単
米
参
斗
）
、
畠
弐
町
（
段
別
単
麦

弐
斗
）
が
「
松
門
別
名
」
と
し
て
立
て
ら
れ
、
万
雑
公
事
保
司
役
等
を
免
除
し
、
田

所
当
と
し
て
段
別
参
斗
、
畠
税
代
と
し
て
麦
段
別
弐
斗
の
弁
済
が
契
約
さ
れ
た
。
さ

ら
に
、
保
内
所
有
之
荒
野
・
畠
代
の
開
発
は
、
所
当
と
し
て
麦
段
別
壱
斗
の
弁
進
が

決
定

さ
れ
た
。
そ
の
上
で
、
建
久
五
年
二
月
六
日
に
「
直
川
嶋
常
常
荒
野
一
所
開
発

新
立
券

文
」
が
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
新
立
券
文
に
よ
っ
て
、
松
文
別
名
が

立
て

ら
れ
、
地
目
に
応
じ
た
所
当
・
公
事
の
税
目
と
数
量
が
決
め
ら
れ
、
荒
野
開
発

の

本
主
権
が
公
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
知
行
国
主
・
国
衙
と
開
発
主
体
と

が

開
発
請
負
に
際
し
て
地
目
に
応
じ
た
納
税
に
関
す
る
相
互
の
契
約
関
係
を
成
立
さ

せ
た

の

で

あ
る
。
開
発
文
の
立
券
に
よ
っ
て
別
名
を
立
て
保
の
収
納
と
は
別
に
納
税

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

す

る
別
納
シ
ス
テ
ム
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
荒
野
の
開
作
で
は
知
行
国
主
・
国
司
と
開
発
主
体
と
の
間
で

の

開
発
条
件
と
課
税
条
件
を
め
ぐ
る
交
渉
が
行
わ
れ
、
立
券
文
に
よ
っ
て
地
目
に
応

じ
た
斗
代
が
決
め
ら
れ
、
別
名
や
別
納
の
収
納
方
法
が
契
約
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て

本
主
権
が
公
認

さ
れ
、
所
領
の
請
負
と
相
伝
が
公
認
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ

で

は
新
し
い
土
地
利
用
再
生
シ
ス
テ
ム
が
機
能
し
は
じ
め
て
い
た
様
子
が
窺
わ
れ
る
。

院
政
期
か
ら
鎌
倉
初
期
に
は
荒
野
に
は
開
発
当
初
か
ら
「
開
発
所
当
」
や
「
荒
野
所
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当
」
が
賦
課
さ
れ
る
の
が
原
則
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
開
発
所
当
の
賦
課
ー
陸
奥
好
嶋
荘
地
頭
別
名

　

こ
れ
ま
で
荒
野
の
開
発
地
に
は
一
定
の
期
間
所
役
免
除
と
な
っ
て
私
領
と
し
て
公

認

さ
れ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
そ
の
開
発
所
当
・
荒
野
所
当
の
存
在
は
指
摘
さ
れ
て

い

な
い
。
こ
の
開
発
所
当
が
鎌
倉
期
に
ど
の
程
度
一
般
的
に
み
ら
れ
た
も
の
な
の
か

ど
う
か
検
討
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
文
永
九
年

（
一
二
七

二
）
五
月
十
七
日
関
東
下
知
状
（
飯
野
文
書
　
鎌
一
一
一
三

三
）
は
執
権
時
宗
と
連
署
政
村
が
陸
奥
国
好
嶋
荘
預
所
と
一
分
地
頭
と
の
争
論
を
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

決

し
た
も
の
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
争
論
の
対
象
と
な
っ
た
「
荒

野
所

当
」
に
つ
い
て
は
注
目
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
点
に
つ
い
て
再
検
討
し
よ

う
。　

　

「
陸

奥
国
好
嶋
荘
預
所
式
部
次
郎
右
衛
門
尉
光
泰
与
当
荘
一
分
地
頭
小
三
郎
泰

　
　
隆
相
論
荒
野
所
当
事
、

　
　
右
、
訴
陳
之
趣
子
細
難
多
、
所
詮
、
件
所
当
事
、
如
建
保
三
年
下
文
者
開
発
常
々

　
　
荒

野
、
為
地
頭
別
名
、
三
箇
年
以
後
、
免
除
雑
公
事
可
弁
済
町
別
所
当
准
布
拾

　
　
段
之

由
載
之
、
而
地
頭
所
開
発
之
荒
野
参
町
也
、
宝
治
以
後
所
当
可
弁
済
之
由
、

　
　
光
泰
令
申
之
処
、
為
地
頭
別
名
之
間
、
預
所
不
可
相
絡
之
由
、
泰
隆
錐
申
之
、

　
　
可
弁
所
当
之
条
分
明
也
、
防
可
弁
済
之
由
文
永
六
年
被
裁
許
畢
」

　

こ
の
訴
訟
内
容
は
「
荒
野
所
当
」
を
准
布
に
よ
る
か
代
銭
に
よ
る
か
の
争
い
で
あ

り
、
「
以
准
布
代
銭
、
可
令
弁
償
也
」
と
の
判
決
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目

す

べ

き
は
、
地
頭
が
「
荒
野
所
当
」
を
弁
済
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
建
保
三
年

（
一
二

一
五
）
下
文
は
、
常
々
荒
野
を
開
発
し
地
頭
別
名
と
し
て
三
力
年
以
後
、
雑
公

事

を
免
除
し
町
別
所
当
・
准
布
拾
段
を
弁
済
す
べ
し
と
命
じ
て
い
た
。
こ
れ
は
幕
府

の

場
合

も
、
常
常
荒
野
の
開
発
に
つ
い
て
地
頭
別
名
と
し
て
立
券
し
、
雑
公
事
免
除
、

町

別
所
当
准
布
十
段
の
「
荒
野
所
当
」
賦
課
と
い
う
政
策
を
採
用
し
て
い
た
こ
と
を

示

し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
常
常
荒
野
の
開
発
は
地
頭
別
名
と
し
て
立
て
、
斗
代
と

結

解
の
換
算
方
法
を
契
約
・
取
り
決
め
る
こ
と
で
あ
り
、
開
発
文
の
立
券
が
存
在
し

た
。
し
か
も
免
税
特
権
は
三
力
年
以
後
に
雑
公
事
免
除
の
み
で
町
別
布
十
段
の
荒
野

所

当
が
徴
収
さ
れ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
鎌
倉
後
期
の
荘
園
で
も
開
発
所
当
は
「
荒
野

所
当
」
と
呼
ば
れ
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
で

は
、
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
建
保
三
年
下
文
に
お
い
て
荒
野
開
発
中
の
三
年

間
幕
府
は
ど
の
よ
う
な
税
制
を
と
っ
て
い
た
か
で
あ
る
。
雑
公
事
免
除
・
荒
野
所
当

賦
課
で

あ
る
な
ら
、
開
発
後
と
ま
っ
た
く
同
一
条
件
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
そ
れ
で

は
、
下
文
発
給
の
意
味
を
な
さ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
論
理
的
に
開
発
中
の
三
力
年

中
は
、
雑
公
事
・
荒
野
所
当
両
者
と
も
に
免
除
し
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ

こ
そ
、
開
発
の
三
力
年
間
の
年
貢
公
事
を
免
除
す
る
と
い
う
網
野
・
戸
田
説
の
指
摘

す

る
事
実
と
い
え
よ
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
荒
野
開
発
で
の
三
力
年
間
年
貢
公
事
免

税

特
権
と
い
う
新
し
い
政
策
は
幕
府
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
政
策
だ
っ
た
。
院
政
期

の

公
家
政
権
の

政

策
と
比
較
し
た
と
き
、
別
名
と
し
て
立
て
ら
れ
荒
野
所
当
だ
け
が

賦
課

さ
れ
る
と
い
う
点
で
は
共
通
す
る
が
、
開
発
か
ら
三
力
年
は
全
面
免
除
期
間
を

設
定

し
て
、
其
の
後
荒
野
所
当
を
賦
課
す
る
と
い
う
点
で
は
幕
府
が
よ
り
開
発
主
体

へ
の

優
遇
税
制
策
を
と
り
、
荒
野
開
発
奨
励
策
を
推
進
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
だ

と
す
れ
ば
、
幕
府
は
な
ぜ
鎌
倉
期
に
お
い
て
こ
う
し
た
開
発
優
遇
の
税
制
に
よ
っ
て

荒
野
開
発
を
推
進
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
節
を
替
え
て
検
討
す
る
ま
え
に
、
荒
野
所

当
が
他
の
史
料
で
も
広
範
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
再
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
荒
野
所

当
徴
収
の
事
例
は
、
出
羽
国
山
本
村
で
も
確
認
で
き
る
。
南
北
朝
期
と
推

定

さ
れ
る
年
未
詳
、
山
本
郡
村
々
色
々
用
途
注
文
（
新
渡
戸
文
書
　
　
『
秋
田
県
史

資
料
古
代
中
世
』
七
七
七
号
）
に
は

　
　

「
山
本
郡
村
々
色
々
用
途
事

　
　
　
大
石
荒
野
　
　
師
惜
ヨ
段
　
　
三
貫
五
百
七
十
文
」

と
あ
る
。
大
石
荒
野
が
、
荒
野
の
ま
ま
の
地
目
で
所
当
布
一
一
二
段
が
賦
課
さ
れ
て

い

た
。
陸
奥
国
で
は
町
別
布
拾
段
で
あ
る
か
ら
、
出
羽
も
同
率
と
す
る
と
十
一
町
二

段
の
荒
野
が
開
発
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
税
制
史
か
ら
み
れ
ば
、
鎌
倉
～
南
北
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朝
期
を
通
じ
て
荒
野
に
も
所
当
が
賦
課
さ
れ
る
と
い
う
事
実
は
重
要
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
一
定
期
間
の
開
発
の
あ
と
も
、
新
田
と
し
て
地
目
変
更
さ
れ
ず
に
、

荒

野
の
地
目
の
ま
ま
荒
野
所
当
が
賦
課
さ
れ
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
で
は
こ

の

政

策
は
、
い
つ
か
ら
は
じ
ま
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
興
味
深
い

史
料
が
長
寛
二
年
（
一
一
六
四
）
八
月
日
佐
伯
景
弘
解
（
野
坂
文
書
　
平
補
三
四
二
）

で

あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
宮
神
主
佐
伯
景
弘
が
山
方
郡
と
賀
茂
郷
内
の
荒
野
を
開

発

し
別
結
解
に
准
じ
て
「
任
見
作
員
数
　
於
所
当
官
物
者
、
以
官
米
五
斗
代
弁
済
国

庫
、
以
雑
公
事
分
、
欲
令
勤
仕
神
役
者
」
と
申
請
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
国
衙
の

目
代
は
「
件
荒
野
令
耕
作
、
於
所
当
官
物
段
別
乃
米
三
斗
弁
済
国
庫
、
以
万
雑
事
、

可
令
勤
神
役
状
如
件
」
と
裁
許
し
外
題
を
与
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
開
発
期
間
は

問
題
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
段
別
三
斗
の
所
当
を
国
庫
に
弁
済
し
万
雑
事
は
免
除
し
て

厳
島
社
に
勤
め
る
こ
と
が
公
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
段
別
三
斗
こ
そ
荒
野
所
当
と
み

て

ま
ち
が
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
雑
公
事
が
国
衙
に
よ
っ
て
免
除
さ
れ
神
社
に
納
入

さ
れ
た
。
こ
う
し
て
み
れ
ば
、
荒
野
は
開
発
後
も
荒
野
の
地
目
の
ま
ま
で
、
荒
野
所

当
が
賦
課
さ
れ
た
の
は
院
政
期
か
ら
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
、
こ
こ
で
も

院
政
期
に
は
開
発
三
力
年
の
免
税
特
権
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
み
れ
ば
、

中
世
の
国
家
権
力
は
荒
野
に
つ
い
て
も
徴
税
権
を
一
貫
し
て
手
放
さ
な
か
っ
た
と
い

え
よ
う
。

2

「
荒
野

に
立
て
る
」
こ
と
の
歴
史
的
意
義
ー
本
主
権
の
再
生
シ
ス
テ
ム

　
飢
謹
に
お
け
る
農
村
の
荒
廃
ー
武
蔵
江
戸
郷
前
島
村

　
幕
府
が
荒
野
開
発
に
三
力
年
の
開
発
所
当
公
事
免
除
の
特
典
を
建
保
下
文
で
政
策

と
し
て
推
進
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
幕
府
は
優
遇
税
制
ま
で
し
て
荒
野
開
発
を

奨
励
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

　
そ

の

原
因
に
つ
い
て
の
多
面
的
な
検
討
は
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、

そ

の

一
因
と
し
て
飢
饅
に
よ
る
東
国
農
村
の
荒
廃
化
と
領
主
の
債
務
問
題
を
あ
げ
ざ

る
を
え
な
い
。

　
弘

長
元
年
（
一
二
六
一
）
十
月
三
日
平
長
重
寄
進
状
（
関
興
寺
文
書
　
鎌
八
七
二

一
）

に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
武
蔵
国
豊
島
郡
江
戸
郷
之
内
前
島
村
者
、
先
所
之
所
領
、
ふ
口
相
伝
仕
候
し
処

　
　

に
、
此
両
三
年
饅
飢
之
間
、
百
姓
一
人
も
候
ハ
す
、
依
此
公
事
対
桿
仕
候
、
定

　
　

あ
し
さ
ま
の
け
ん
さ
ん
に
入
候
ぬ
と
お
ほ
え
候
、
於
彼
所
領
者
、
そ
れ
へ
ま
い

　
　

ら
せ
候
ぬ
、
御
年
貢
・
御
公
事
を
も
、
可
有
御
沙
汰
候
、
此
様
を
御
申
さ
せ
給

　
　
へ
候
、
御
沙
汰
可
有
候
、
恐
々
謹
言

　
　
　
　
　
弘
長
元
年
十
月
三
日
　
　
平
長
重
（
花
押
）

　
　
謹
上
　
　
五
代
右
衛
門
尉
殿
御
宿
所

　

こ
れ
は
正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）
か
ら
は
じ
ま
っ
た
正
嘉
の
大
飢
饅
の
中
で
関
東

農
村
が
荒
廃
し
た
た
め
、
年
貢
公
事
の
代
納
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
中
小
領
主
が

没
落
の
事
態
に
直
面
し
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。
江
戸
郷
前
島
村
で

は
、
「
百
姓
一
人
も
候
ハ
す
」
と
い
う
事
態
に
な
っ
た
。
村
地
頭
江
戸
長
重
は
御
家
人

と
し
て
公
事
を
対
桿
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
悪
様
の
奉
公
に
な
っ
て
し
ま
う
の

で
、
所
領
を
五
代
右
衛
門
尉
の
主
人
に
譲
り
、
年
貢
公
事
も
主
人
に
代
納
し
て
ほ
し

い
。
そ
の
旨
を
五
代
右
衛
門
尉
か
ら
主
人
に
申
し
上
げ
て
ほ
し
い
と
奉
書
文
言
を
つ

け
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
「
在
地
領
主
の
経
営
を
も
破
綻
さ
せ
る
東
国
飢

鐘
状
況
の

猛
威
を
窺
わ
せ
る
史
料
」
と
し
、
こ
の
五
代
右
衛
門
尉
を
得
宗
被
官
五
大

院
高
繁
に
当
て
、
庶
子
の
江
戸
長
重
が
得
宗
被
官
を
窓
口
に
得
宗
本
人
へ
寄
進
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

自
ら
が
得
宗
領
の
代
官
（
給
主
）
に
転
落
し
た
も
の
と
推
定
す
る
見
解
が
あ
る
。
し

か

し
、
そ
こ
で
は
飢
饅
が
百
姓
経
営
を
破
綻
さ
せ
村
を
廃
村
に
し
て
し
ま
う
問
題
と

同
一
レ
ベ
ル
で
領
主
経
営
の
問
題
が
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
な
ぜ
飢
饅
で
百
姓
が
い

な
く
な
る
と
、
支
配
層
で
あ
る
地
頭
の
領
主
経
営
ま
で
が
破
綻
せ
ざ
る
え
を
え
な
い

の

か

そ
の
社
会
シ
ス
テ
ム
が
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。

　

幕
府
法
は
年
貢
未
進
問
題
を
代
納
に
よ
る
債
務
債
権
関
係
の
設
定
を
義
務
づ
け
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

い

た
こ
と
は
前
稿
で
あ
き
ら
か
に
し
た
。
村
地
頭
や
郷
地
頭
ら
は
、
正
嘉
の
飢
饅
で

百
姓
が

全
滅

し
た
場
合
で
も
、
村
の
年
貢
公
事
の
徴
収
・
納
税
を
行
な
う
こ
と
が
義
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務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
百
姓
分
を
ふ
く
め
て
代
納
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
代

納
の

義
務
は
本
来
惣
領
や
頭
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
史
料
は
百
姓
が
全
滅
し
た
場
合
に

も
村
の
年
貢
公
事
の
納
入
は
領
主
平
長
重
の
責
任
で
あ
っ
た
こ
と
が
見
事
に
描
か
れ

て

い

る
。
こ
こ
で
は
長
重
と
五
代
右
衛
門
尉
の
主
人
と
の
両
者
の
間
に
す
で
に
前
々

か

ら
債
務
債
権
関
係
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
『
鎌
倉
遺
文
』
の
編

者
は

こ
れ
を
寄
進
状
と
し
、
『
埼
玉
県
史
』
は
避
文
と
し
て
い
る
が
、
正
和
四
年
の
円

覚
寺
文

書
目
録
で
は
「
前
嶋
村
去
状
併
御
下
知
御
書
下
等
具
書
」
と
あ
り
、
当
時
は

去
状

と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
平
長
重
の
手
か
ら
五
代
右
衛
門
尉
の
主
人
の
手
に
前
島

村

を
移
動
さ
せ
る
た
め
の
契
約
文
書
が
本
書
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
「
日
用

重
宝
記
」
で
は
五
大
院
を
ゴ
タ
イ
と
訓
じ
た
事
例
が
あ
る
（
『
姓
氏
家
系
大
辞
典
』
）

と
い
う
か
ら
、
五
代
1
1
五
大
院
1
1
得
宗
被
官
と
み
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
く
、
五
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

右
衛

門
尉
の
主
人
は
得
宗
時
頼
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
飢
饅
に
よ
る
関
東
農
村
の

荒
廃

が
、
領
主
相
互
間
で
の
年
貢
公
事
未
進
を
め
ぐ
る
債
務
債
権
関
係
を
産
み
出
し
、

江
戸
郷
前
島
村
地
頭
の
江
戸
氏
の
破
産
を
産
み
出
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
鎌
倉
期

関
東
農
村
で
は
、
前
島
村
の
よ
う
に
飢
饅
に
よ
っ
て
全
滅
し
荒
廃
．
荒
野

と
な
っ
た
農
村
が
あ
ち
こ
ち
に
散
在
し
て
い
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま

で
、
御
家
人
層
の
没
落
は
、
分
割
相
続
や
貨
幣
経
済
の
浸
透
に
よ
る
債
務
関
係
に
よ
っ

て

所
領
を
質
に
入
れ
階
層
分
解
が
進
み
没
落
し
た
と
す
る
学
説
が
一
世
を
風
靡
し
て

き
た
。
私
は
そ
れ
に
異
論
を
唱
え
、
前
稿
で
貨
幣
経
済
の
進
展
が
な
く
て
も
年
貢
未

進

問
題
の
み
か
ら
必
然
的
に
領
主
層
も
債
務
債
権
関
係
に
く
み
こ
ま
れ
そ
れ
ゆ
え
没

落

し
て
い
っ
た
と
す
る
代
納
債
務
論
を
提
起
し
た
。
こ
こ
で
も
、
東
国
農
村
は
貨
幣

経
済
の
浸
透
な
し
に
も
、
飢
饅
の
中
で
百
姓
年
貢
を
代
納
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
中

小
領
主

は
没
落
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。

　
で

は
、
こ
の
百
姓
の
居
な
く
な
っ
た
村
の
年
貢
公
事
だ
け
は
代
納
す
る
1
1
「
無
足

の

弁
」
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
時
頼
は
、
な
に
ゆ
え
前
島
村
の

寄
進

を
受
け
と
っ
た
の
か
。
そ
れ
こ
そ
、
荒
野
に
所
当
が
賦
課
さ
れ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
な
に
ゆ
え
荒
野
開
発
に
乗
り
出
す
の
か
と
い
う
疑
問
の
答
え
と
同
一
で
あ
る
。

百
姓
の

居

な
い
前
島
村
を
寄
進
を
う
け
た
得
宗
時
頼
は
、
ま
さ
に
荒
野
．
荒
廃
地
と

し
て
百
姓
の
逃
亡
死
亡
跡
を
処
理
し
、
荒
野
開
発
の
資
本
を
投
資
し
て
自
ら
が
新
し

い

本
主
権

を
立
ち
上
げ
、
代
納
し
た
年
貢
公
事
分
以
上
の
収
穫
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
事
実
、
前
嶋
村
が
円
覚
寺
領
に
な
っ
た
の
は
海
津
論
文
の
指
摘
通
り

で

あ
り
、
寄
進
主
体
は
時
宗
か
そ
の
妻
潮
音
院
と
推
定
さ
れ
る
。
浪
人
を
呼
び
寄
せ

荒
野
や
荒
廃
し
た
村
を
再
開
発
し
て
所
領
か
ら
代
納
分
以
上
の
収
穫
を
獲
得
し
て
所

領

経
営
の
拡
大
再
生
産
を
し
な
け
れ
ば
、
無
住
の
荒
廃
農
村
の
寄
進
を
受
け
る
意
味

が

な
い
だ
け
で
な
く
、
み
ず
か
ら
も
破
産
に
追
い
込
ま
れ
な
い
と
も
限
ら
な
か
っ
た

の

で

あ
る
。
幕
府
が
三
力
年
間
所
当
公
事
免
除
の
特
典
を
あ
た
え
て
開
発
推
進
を
奨

励
し
た
の
は
、
地
頭
御
家
人
の
荒
野
開
発
に
と
も
な
う
負
担
を
軽
減
し
自
ら
の
領
主

制
存
続
・
再
建
を
図
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
荒
野
に

立
て

畠
帳
へ
の
登
録
ー
下
総
東
荘
上
代
郷

　
で

は
、
荒
野
・
荒
田
の
再
開
発
の
場
合
、
そ
れ
以
前
の
耕
地
に
対
す
る
旧
主
の
本

主
権
は

ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
、
再
開
発
に
よ
る
本
主
権
の
立
券
は
ど
の
よ
う
に
な
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
先
に

み
た

紀
伊
直
川
保
の
荒
野
開
発
で
は
畠
が
実
俊
に
よ
っ
て
開
作
さ
れ
な
が
ら
、

治
承
年
間
に
交
分
が
追
徴
さ
れ
る
と
、
「
畠
を
棄
て
荒
野
に
立
て
る
」
こ
と
が
行
わ
れ

た
。
こ
の
こ
と
は
、
開
作
し
た
畠
に
対
す
る
開
発
者
の
本
主
権
を
消
滅
さ
せ
る
行
為
1
1

「
畠
を
棄
て
る
」
こ
と
と
「
荒
野
に
立
て
る
」
こ
と
が
一
連
の
行
動
で
あ
っ
た
の
で
は

な
い
の
か
、
と
い
う
当
然
の
疑
問
が
起
き
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
興
味
深
い
史
料
と

し
て
嘉
暦
二
年
（
＝
三
一
七
）
の
次
の
文
書
（
金
沢
文
庫
文
書
　
神
二
六
一
九
）
を

示
そ
う
。

　
　
下
総
国
東
荘
上
代
郷
在
家
畠
目
録

　
　
　
分
麦
三
斗
七
升
反
別
六
升
つ
・
定

　
　
右
こ
の
さ
ひ
け
等
ハ
、
や
た
た
の
九
郎
さ
へ
も
ん
と
、
ほ
ん
し
ゆ
東
六
郎
殿
そ

　
　
う
ろ
ん
の
事
、
口
ん
て
、
と
し
ひ
さ
し
く
あ
れ
て
候
を
、
三
年
く
わ
う
や
に
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た
て
候
て
、
う
ち
ひ
ら
か
せ
候
了
、
伍
当
年
よ
り
嘉
暦
式
年
分
の
な
つ
は
く
よ

　
　
り
、
畠
帳
を
は
し
め
て
、
よ
ミ
い
た
す
所
の
も
く
ろ
く
帳
如
件

　
　
　
　

嘉
暦
二
年
卯
月
日
　
　
　
　
　
　
御
使
行
藤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
ん
所
（
花
押
）

　
『
鎌
倉
遺
文
』
は
こ
の
文
書
を
「
上
総
国
某
在
家
畠
目
録
」
（
鎌
二
九
八
三
三
）
と

し
、
『
金
沢
文
庫
古
文
書
』
は
「
矢
多
田
九
郎
左
衛
門
東
盛
義
相
論
畠
検
目
録
」
と
呼

ん

で
い

る
。
東
盛
義
領
と
称
名
寺
領
常
陸
国
北
郡
の
替
地
給
付
や
、
下
総
国
東
荘
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

「
矢

田
後
家
」
の
知
行
地
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
く
わ
し
い
。

　
「
や
た
た
の
九
郎
さ
え
も
ん
」
「
ほ
ん
し
ゆ
東
六
郎
殿
そ
う
ろ
ん
」
と
あ
る
の
は
、

元

亨
二
年
六
月
六
日
尼
妙
観
田
在
家
売
券
（
金
沢
文
庫
文
書
　
神
二
三
一
〇
）
に

「
下
総
国
東
荘
上
代
郷
内
田
拾
武
田
在
家
拾
武
宇
事
」
の
「
東
六
郎
盛
義
」
と
「
矢
多

田
六
郎
左
衛
門
尉
康
氏
」
と
み
え
る
一
族
と
考
え
て
ま
ち
が
い
な
い
。
つ
ま
り
、
麦

三
斗
七
升
を
収
納
で
き
る
畠
地
を
め
ぐ
っ
て
本
主
東
盛
義
と
矢
多
田
氏
と
が
相
論
に

な
っ
て
長
年
放
置
さ
れ
た
た
め
、
荒
廃
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
際
に
、
「
三
年
荒
野
に

立

て
」
そ
の
上
で
「
う
ち
ひ
ら
か
せ
候
了
」
と
開
作
が
行
わ
れ
、
嘉
暦
二
年
分
の
夏

畠
よ
り
畠
帳
に
登
録
し
読
み
合
う
こ
と
を
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
文
書
は
日
下

に

「
御
使
行
藤
」
と
あ
り
「
ま
ん
所
」
が
花
押
を
す
え
る
。
こ
の
行
藤
と
は
、
幕
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

政
所
執
事

を
つ
と
め
た
二
階
堂
行
藤
と
は
別
人
の
幕
府
御
使
で
あ
り
、
政
所
は
下
総

国
東
荘
上
代
郷
の
現
地
政
所
を
指
す
も
の
で
、
個
人
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
経
過
を
ま
と
め
れ
ば
、
御
家
人
ら
の
訴
訟
で
荒
廃
し
た
畠
地
に
は
東
盛
義
の

「
本

主
」
権
が
存
続
し
て
お
り
、
あ
ら
た
に
「
三
年
荒
野
に
立
て
」
、
そ
の
上
で
「
打

ち
開
く
」
と
い
う
開
作
を
な
し
畠
帳
に
登
録
す
る
た
め
御
使
行
藤
が
現
地
に
派
遣
さ

れ
、
現
地
政
所
と
共
同
で
検
注
を
行
い
、
両
者
の
連
署
に
よ
っ
て
こ
の
目
録
が
作
成

さ
れ
た
と
い
え
る
。

　

こ
こ
か
ら
、
「
ほ
ん
し
ゆ
」
東
盛
義
の
畠
地
に
対
す
る
権
利
‖
本
主
権
は
「
荒
野
に

立
て

る
」
こ
と
に
よ
っ
て
消
滅
し
、
あ
ら
た
に
「
う
ち
ひ
ら
か
せ
候
」
と
の
開
作
行

為
に
よ
っ
て
新
し
い
本
主
権
が
成
立
し
、
そ
れ
が
幕
府
御
使
の
畠
地
検
注
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

公
認

さ
れ
読
み
合
い
が
さ
れ
畠
帳
に
登
録
さ
れ
た
と
い
え
る
。
こ
の
畠
帳
に
「
読
み

い

た

す

所
」
と
は
新
し
い
本
主
を
登
録
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
あ
ら
た
に
畠
帳
に

記
録

さ
れ
た
人
物
が
新
し
い
本
主
に
な
り
納
税
義
務
を
負
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
中
世
社
会
で
は
一
度
成
立
し
た
本
主
権
の
あ
る
土
地
も
、
三
年
荒
野
に
立

て
、
打
ち
開
か
せ
、
御
使
に
よ
る
検
注
に
よ
っ
て
帳
面
に
登
録
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

新
し
い
本
主
権
が
生
ま
れ
替
わ
り
、
納
税
が
始
ま
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
開
発
の
三
力
年
間
所
当
の
分
麦
は
免
除
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
三
力
年
優
遇
税
制
に
よ
る
開
発
事
例
に
つ
い
て
、
山
本
隆
志
は
永
仁
二

年
二
月
十
日
播
磨
国
福
井
荘
に
お
い
て
「
不
作
」
の
地
目
に
つ
い
て
「
江
兵
衛
殿
可

令
開
発
之
由
、
依
被
申
、
所
充
行
也
、
三
力
年
之
間
、
不
可
有
所
当
公
事
状
如
件
」

（揖
古
帖
三
　
鎌
一
八
四
七
六
）
と
あ
る
事
例
を
あ
げ
、
名
の
一
部
の
耕
地
が
荒
廃
田

と
な
っ
た
場
合
、
「
名
か
ら
抜
か
れ
て
他
名
に
付
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て

い

る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
三
力
年
所
当
公
事
免
除
と
い
う
優
遇
税
制
が
や
は

り
永
仁
年
間
と
い
う
鎌
倉
後
期
の
事
例
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
山
本
は
三
力
年
免
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

を
「
律
令
期
の
三
年
不
耕
の
原
則
が
生
き
て
い
る
」
と
す
る
。
し
か
し
、
す
で
に
み

た
よ
う
に
院
政
期
に
は
荒
野
開
発
地
に
は
開
発
所
当
が
賦
課
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

律
令
原
則
の
影
響
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
三
力
年
荒
野
に
立
て
る
慣
習

法

は
鎌
倉
期
に
作
り
出
さ
れ
た
慣
習
法
で
あ
り
、
三
力
年
所
当
公
事
免
除
の
優
遇
税

制
は
幕
府
法
に
よ
る
と
い
う
自
説
を
裏
付
け
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

な
お
、
上
代
郷
の
史
料
に
も
ど
っ
て
み
れ
ば
、
東
国
荘
園
に
お
い
て
も
幕
府
御
使

に

よ
っ
て
畠
検
注
が
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
て
興
味
深
い
。
国
衙
に
よ

る
畠
検
注
に
つ
い
は
、
泉
谷
康
夫
が
一
貫
し
て
畠
を
収
取
の
対
象
と
見
る
の
に
対
し

て
、
阿
部
猛
・
網
野
善
彦
・
渡
辺
正
樹
ら
は
延
久
荘
園
整
理
令
を
契
機
に
畠
検
注
が

始

ま
る
こ
と
を
指
摘
し
、
木
村
茂
光
は
十
世
紀
末
～
十
一
世
紀
初
頭
に
国
衙
が
畠
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

に

対

し
て
新
し
い
収
奪
を
開
始
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
東
国
に
お
け
る
畠
検

注
や

幕
府
の
畠
検
注
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
か
は
別
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
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開
発
所
当
・
雑
公
事
免
除
期
間
の
長
期
化

　

こ
れ
ま
で
の
検
討
を
整
理
し
て
み
る
と
、
鎌
倉
期
に
入
っ
て
か
ら
陸
奥
好
嶋
荘
で

は

建
保
下
文
に

よ
り
三
力
年
荒
野
所
当
・
雑
公
事
免
除
、
下
総
東
荘
で
も
嘉
暦
年
間

に

三
年
荒
野
に

立

て
、
そ
の
間
は
所
当
の
分
麦
も
賦
課
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
「
不
作
」

に

つ
い

て

の

開
発
も
、
播
磨
国
福
井
荘
で
は
永
仁
二
年
に
三
力
年
所
当
公
事
と
も
免

除
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
「
荒
野
開
発
」
で
の
三
力
年
免
税
特
権
は
と
も
に
幕

府
に
よ
る
も
の
で
、
院
政
期
に
お
け
る
開
発
所
当
の
徴
税
原
則
と
は
異
な
る
事
態
だ

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
こ
そ
、
網
野
・
戸
田
が
指
摘
し
た
中
世
成
立
期

の

荒
野

開
発
に
は
通
常
三
力
年
の
地
利
や
年
貢
免
除
と
雑
公
事
免
除
の
事
例
と
い
え

よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
網
野
・
戸
田
が
こ
の
三
力
年
免
除
の
慣
習
が
十
二
世
紀
に
一

般
化
し
た
と
主
張
し
た
点
は
誤
り
で
あ
り
、
今
の
段
階
で
は
建
保
三
年
（
一
二
一
五
）

下
文
に

よ
り
幕
府
に
よ
っ
て
公
認
さ
れ
た
も
の
で
鎌
倉
後
期
に
な
っ
て
多
く
確
認
で

き
る
こ
と
だ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
で

は
、
こ
の
開
発
の
立
券
と
三
力
年
の
開
発
所
当
・
雑
公
事
免
除
の
慣
習
法
は
中

世
後
期
に

は
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
興
味
深
い
史
料
が
文

和
元
年
（
一
三
五
二
）
十
二
月
十
二
日
加
賀
国
軽
海
郷
代
官
僧
呆
照
陳
状
（
金
沢
文

庫
文
書
五
五
二
五
）
で
あ
る
。

　
　

「
新
田
開
発
事
、
於
荒
野
者
寄
来
難
為
便
宜
之
地
、
瀬
切
大
河
堀
江
取
用
水
、

　
　
口
外
大
営
難
義
之
間
、
全
分
未
口
行
候
、
難
然
如
形
、
自
去
年
新
田
二
三
段
開

　
　
発

候
、
満
作
四
箇
年
之
後
、
可
有
御
年
貢
之
由
約
束
候
、
口
間
御
使
見
知
無
其

　
　
隠
候
也
」

　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

　
加
賀
国
軽
海
郷
で
も
荒
野
を
開
発
す
る
た
め
、
大
河
に
瀬
切
を
も
う
け
て
用
水
を

引
き
入
れ
よ
う
や
く
新
田
二
・
三
段
を
開
発
し
た
。
満
作
し
て
四
力
年
の
後
に
は
年

貢
の

支
払
い

を
「
約
束
」
し
た
と
い
う
。
し
か
も
、
御
使
の
「
見
知
」
も
な
さ
れ
た

の

で

あ
る
か
ら
検
注
帳
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
も
新
田
開
発
と
は

荒
野
に

立
て

打

ち
開
き
、
検
注
に
よ
り
本
主
を
登
録
し
年
貢
徴
下
の
契
約
を
結
ぶ
こ

と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
年
貢
賦
課
ま
で
の
期
間
が
三
力
年
で
は
な

く
、
満
作
四
力
年
に
延
長
さ
れ
て
お
り
、
開
発
者
に
有
利
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し

た
開
発
所
当
や
公
事
の
免
税
特
権
期
間
を
延
長
す
る
慣
習
は
、
中
世
後
期
に
な
る
に

つ
れ

て

強
化
さ
れ
た
ら
し
い
。

　
『
武
州
古
文
書
」
天
正
五
年
三
月
十
一
日
太
田
助
次
郎
書
状
（
旧
下
宮
内
村
勇
蔵
所

蔵
　
七
四
）
に
も
「
不
作
之
所
、
従
当
年
五
年
荒
野
二
相
定
之
間
、
何
も
精
を
入
開

発
可
有
候
」
と
あ
り
、
「
不
作
」
の
地
目
で
も
五
力
年
も
荒
野
に
立
て
て
開
発
し
て
い

る
。
『
武
州
古
文
書
』
天
正
十
六
年
四
月
十
八
日
松
千
代
丸
印
判
状
（
旧
原
村
七
兵
衛

所
蔵
　
八
）
は
「
飯
塚
不
作
之
田
畠
之
事
、
七
年
荒
野
二
相
定
候
、
屋
敷
共
二
何
事

も
不
入
二
て
出
申
候
、
若
横
合
有
之
付
而
ハ
此
一
札
為
先
、
可
申
上
候
」
と
あ
る
。

不
作
を
荒
野
に
立
て
る
こ
と
が
慣
行
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
七
力
年
に
も
延
長

さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
れ
ば
、
戦
国
期
に
は
領
主
権
力
に
申
請
し
、
五
年
か
ら

七
年
の
年
季
を
開
発
期
間
と
し
て
免
税
に
す
る
慣
習
法
が
登
場
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か

る
。
池
上
裕
子
に
よ
る
と
戦
国
期
の
武
蔵
で
は
「
十
年
荒
野
」
の
事
例
が
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
、
「
不
作
之
田
畠
甲
乙
之
所
見
届
、
五
年
荒
野
、
七
年
荒
野
小
代
官
一
札

を
以
可
相
聞
事
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
小
代
官
・
百
姓
の
側
か
ら
「
見
届
」
‖
開
発
地
域

の

設
定
、
コ
札
」
1
1
申
請
を
し
て
大
名
側
が
「
相
聞
」
く
と
い
う
対
応
を
し
て
お
り
、

戦

国
大
名
権
力
は
城
普
請
と
築
堤
と
は
軍
事
力
優
先
の
論
理
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ

て

い

る
が
、
「
個
々
の
開
発
事
業
を
大
名
が
主
導
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

要
な
通
説
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。
戦
国
期
に
は
五
年
、
七
年
か
ら
さ
ら
に
十
力
年

の

年
貢
公
事
免
除
に
延
長
さ
れ
開
発
者
に
有
利
な
条
件
に
な
っ
て
い
た
。
開
発
の
優

遇
税
制
は
時
代
と
と
も
に
拡
大
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
以
上
の
検
討
か
ら
、
院
政
期
に
は
、
開
発
文
立
券
と
と
も
に
雑
公
事
免
除
の
特
典

を
知
行
国
主
や
国
司
か
ら
獲
得
す
る
の
み
で
開
発
所
当
・
荒
野
所
当
の
負
担
を
義
務

づ

け
ら
れ
た
が
、
鎌
倉
時
代
に
な
る
と
幕
府
法
で
建
保
三
年
（
一
二
一
五
）
以
後
三

年
間
荒
野
に
立
て
る
こ
と
が
慣
例
化
し
、
そ
の
間
は
雑
公
事
免
除
だ
け
で
は
な
く
開

発
所
当
も
免
除
さ
れ
、
三
年
後
か
ら
開
発
所
当
が
徴
収
さ
れ
た
。
南
北
朝
期
に
な
る

と
免
税
期
間
は
四
年
に
延
長
さ
れ
、
戦
国
期
に
は
五
年
、
七
年
、
十
年
と
免
税
期
間
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井原今朝男［災害と開発の税制史］

が
長
期
化

し
て
開
発
者
に
有
利
な
免
税
特
権
が
慣
習
化
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う

し
た
現
象
は
、
免
税
や
徴
税
請
負
契
約
が
個
別
領
主
と
開
発
主
体
者
と
の
交
渉
に
よ
っ

て

決
め

ら
れ
立
券
文
と
し
て
契
約
さ
れ
た
こ
と
の
慣
行
に
よ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

③
地
目
の
多
様
性
と
複
数
斗
代
制

　
以
上
の
検
討
か
ら
、
中
世
の
土
地
利
用
で
は
地
目
の
多
様
性
に
気
が
つ
く
。
し
か

も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
税
制
が
区
別
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
が
生
じ

る
。　

土
地
利
用
再
生
の
た
め
の
社
会
的
公
証
制
度

　
で
は

「
荒
野

に
成
す
」
「
荒
野
に
立
て
る
」
と
い
う
慣
習
法
は
中
世
後
期
で
は
ど
う

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
主
権
の
存
在
を
前
提
に
し
て
地
発
や
徳
政
を
説
明
し
よ

う
と
す
る
勝
俣
・
笠
松
説
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
中
世
後
期
に
も
荒
野
に
成
す
と
い
う

行
為

は
存
続
し
て
い
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
点
で
興
味
深
い
史
料
は
、

勧
修
寺
文
書
　
永
徳
元
年
（
一
三
八
一
）
二
月
日
左
馬
寮
田
名
主
職
宛
行
状
写
で
あ

る
。　

　
　
宛
行

　
　
大
日
山
左
馬
寮
田
地
名
主
職

　
　
　
　
合
壱
段
者
坪
北
谷
堂
庭
之
下
字
名
広
田

　
　
　
右
件
田
地
者
、
本
名
主
相
違
之
時
分
、
成
荒
野
畢
、
然
而
谷
の
又
四
郎
殿
令

　
　
新

開
間
、
開
発
可
為
名
主
口
、
本
所
へ
伺
申
入
被
下
知
者
也
、
伍
為
後
日
、
宛

　
　
状
如
件

　
　
　
　
永
徳
元
年
二
月
日

　
　
　
　
　
　

寮
下
司
深
草
弥
五
郎
判

　

こ
の
文
書
に
言
及
し
た
山
本
隆
志
は
「
本
名
主
相
違
の
時
荒
野
に
な
っ
た
一
反

（北
谷
堂

庭
下
に
あ
る
）
を
「
谷
の
又
四
郎
」
（
荒
野
一
反
の
近
在
に
住
む
）
が
新
開

し
た
。
そ
こ
で
そ
の
一
反
分
の
名
主
職
を
下
司
が
本
所
に
申
請
し
て
谷
の
又
四
郎
に

宛
て

行

な
っ
た
の
で
あ
る
」
「
下
司
は
名
耕
地
の
荒
田
散
田
を
こ
う
し
た
形
で
遂
行
し

　
　
（
4
4
）

て

い

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
二
月
が
勧
農
・
散
田
の
時
期
で
あ
る
こ
と
は
山
本
の
指

摘

と
お
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
史
料
か
ら
名
田
の
荒
廃
を
よ
み
と
り
、
名
耕

地
の

一
部
が

荒
野
に
な
っ
た
と
す
る
解
釈
で
は
、
「
荒
野
に
成
す
」
と
い
う
歴
史
的
意

義
が

理
解
さ
れ
て
い
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
「
田
地
者
、
本
名
主
相
違
之
時
分
、

成
荒
野
畢
」
と
は
、
大
日
山
左
馬
寮
田
一
反
に
つ
い
て
「
本
名
主
」
が
「
相
違
」
‖

年
貢
対
桿
に
よ
り
名
主
職
没
収
の
処
分
に
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
田
を
「
荒
野
に
成
」

し
て
本
主
権
を
消
滅
さ
せ
た
。
そ
の
上
で
、
新
た
に
谷
の
又
四
郎
が
「
新
開
」
し
た

の

で
、
「
本
所
」
へ
の
申
請
に
よ
っ
て
彼
に
宛
行
状
を
発
給
し
た
と
理
解
す
べ
き
も
の

と
考
え
る
。

　

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
永
徳
元
年
（
一
三
八
一
）
と
い
う
南
北
朝
期
に
お
い
て

も
院
政
・
鎌
倉
期
と
同
じ
く
「
荒
野
に
成
す
」
と
い
う
こ
と
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ

と
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
左
馬
寮
田
の
田
一
反
で
あ
り
、
本
名
主
に
「
相
違
の

時

分
」
1
1
名
主
職
改
替
の
と
き
に
「
荒
野
に
成
す
」
こ
と
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
上
で

「
新

開
」
し
た
新
名
主
に
名
主
職
が
宛
行
わ
れ
た
。
寮
田
に
つ
い
て
本
名
主
が
年
貢
納

入
が

で

き
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
「
荒
野
に
成
す
」
「
新
開
」
「
宛
状
」
の
発
行
と
い
う

一
連
の

社
会
シ
ス
テ
ム
が
発
動
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
本
名
主
の
名
田
を
荒
野
に
地
目

変

更
し
て
本
主
権
を
消
滅
さ
せ
、
新
開
に
よ
り
新
し
い
本
主
権
を
つ
く
り
、
宛
状
に

よ
り
新
名
主
を
補
任
す
る
と
い
う
土
地
利
用
再
生
の
た
め
の
名
目
的
な
行
為
で
あ
っ

た

と
い
え
よ
う
。
「
荒
野
に
成
す
」
と
は
本
名
主
の
本
主
権
を
消
滅
さ
せ
る
象
徴
儀
礼

で

あ
り
、
「
新
開
」
と
は
新
し
い
名
主
に
補
任
さ
れ
た
又
四
郎
の
本
主
権
を
つ
く
る
象

徴

的
行
為
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
文
書
こ
そ
勝
俣
説
を
実
証
す
る
も
の
と
い

え

よ
う
。
こ
う
し
て
み
れ
ば
、
中
世
の
「
荒
野
」
は
、
戸
田
が
い
う
よ
う
な
「
完
全

な
未
開
地
」
で
も
な
く
、
黒
田
が
い
う
「
荒
廃
し
て
野
に
帰
し
た
場
」
で
も
な
く
、

む
し
ろ
、
旧
来
の
本
主
権
を
消
滅
さ
せ
、
あ
ら
た
な
開
発
に
よ
っ
て
新
し
い
本
主
権

を
つ
く
る
た
め
の
政
治
的
な
地
目
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
い
か

え

れ

ば
、
荒
廃
公
田
や
古
作
・
不
作
・
常
荒
な
ど
災
害
が
日
常
化
し
て
荒
廃
地
に
な
っ
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て

も
旧
本
主
権
が
残
っ
た
ま
ま
で
は
、
公
益
の
利
無
し
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
「
荒
野

に

立

て
」
「
荒
野
に
成
し
」
て
旧
本
主
権
を
消
滅
さ
せ
る
。
そ
の
上
で
「
開
発
」
「
新

開
」
の
立
券
に
よ
っ
て
新
し
い
本
主
権
を
つ
く
り
だ
す
。
紀
伊
国
直
川
保
の
紀
実
俊

が

「
荒
野
は

千
町

と
い
え
ど
も
無
益
な
り
、
開
作
は
一
段
と
い
え
ど
も
利
有
る
も
の

な
り
」
と
宣
言
し
た
の
は
、
荒
野
に
立
て
て
無
益
で
あ
る
こ
と
を
世
間
に
公
表
し
、

開
発
文
を
立
て
て
開
作
す
る
こ
と
は
社
会
に
よ
っ
て
利
有
る
行
為
で
あ
る
こ
と
を
世

間
に
知
ら
し
め
る
こ
と
を
言
っ
た
も
の
と
考
え
る
。
荒
野
も
開
発
も
と
も
に
「
立
て

る
」
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
こ
そ
、
開
発
文
の
立
券
で
あ
り
、
目
録
帳
の
作
成
で
あ

り
、
新
開
の
宛
行
状
で
あ
っ
た
。
「
券
契
あ
り
」
と
は
、
旧
来
の
土
地
利
用
を
新
し
い

本
主

に
よ
り
再
生
さ
せ
、
新
し
い
本
主
権
を
社
会
的
に
公
認
し
た
公
験
1
1
土
地
証
文

で

あ
っ
た
。
旧
本
主
権
を
も
っ
た
人
が
死
亡
・
逃
亡
し
た
跡
や
荒
廃
公
田
と
な
っ
た

旧
耕
地
、
訴
訟
や
論
地
に
な
っ
て
散
田
が
な
さ
れ
な
く
な
っ
た
土
地
、
耕
作
放
棄
な

ど
い
ず
れ
の
場
合
も
土
地
利
用
が
行
き
詰
ま
る
。
そ
う
し
た
と
き
、
土
地
利
用
再
生

の

た

め

に

は
、
旧
本
主
権
を
整
理
し
、
あ
た
ら
し
い
本
主
権
を
公
認
す
る
社
会
的
な

土
地
公
証
制
度
が
中
世
社
会
に
お
い
て
も
必
要
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
徴
税
を
必
要

不
可
欠
と
す
る
国
家
権
力
に
と
っ
て
も
中
世
社
会
そ
の
も
の
に
と
っ
て
も
個
別
領
主

制
の
枠
を
こ
え
る
社
会
的
な
土
地
利
用
再
生
シ
ス
テ
ム
が
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

そ

れ
は

名
田
や
荒
野
・
荒
田
・
河
成
・
山
成
な
ど
多
様
な
地
目
を
前
提
に
存
在
し
て

い

た
。
「
荒
野
に
立
て
る
」
「
荒
野
に
成
す
」
と
い
う
社
会
的
行
為
と
開
作
に
よ
る
本

主
権

を
公
認
す
る
「
開
発
文
の
立
券
」
と
い
う
手
続
き
こ
そ
、
中
世
社
会
に
お
け
る

土
地
利
用
再
生
の
た
め
の
社
会
的
公
証
制
度
で
あ
っ
た
。
耕
地
の
上
に
人
為
的
社
会

的
な
権
利
を
生
み
出
す
こ
と
の
矛
盾
を
社
会
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
、
社
会
活
動

を
再
生
さ
せ
る
社
会
的
手
立
て
が
、
荒
野
に
立
て
、
開
発
文
を
立
て
る
と
い
う
一
連

の

行
為
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

地
目
の
多
様
性
と
複
数
斗
代
制

紀
伊
直
川
保
で
は
院
政
～
鎌
倉
初
頭
の
荒
野
開
発
立
券
に
よ
っ
て
、

別
名
が
立
て

ら
れ
、
荒
野
開
発
地
の
中
で
、
地
目
に
応
じ
て
段
別
所
当
が
異
な
る
税
制
が
生
ま
れ

て

い

た
。
そ
こ
で
は
「
田
壱
町
（
所
当
段
別
単
米
参
斗
）
、
畠
弐
町
（
段
別
単
麦
弐
斗
）
、

井
荒
野
（
開
発
所
当
段
別
単
麦
壱
斗
）
」
と
い
う
税
制
が
実
施
さ
れ
た
。
別
名
を
立
て

る
と
は
、
斗
代
を
決
め
、
結
解
の
た
め
に
年
貢
品
目
に
応
じ
た
換
算
率
を
取
り
決
め

て

お
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
地
目
に
応
じ
た
複
数
斗
代
の
成
立
と
い
え
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　
中
世
年
貢
制
に
つ
い
て
は
勝
山
清
次
の
研
究
が
先
駆
的
な
仕
事
と
し
て
ま
と
め
ら

れ

て

お
り
、
複
数
斗
代
制
の
確
定
は
、
第
一
に
田
地
の
厚
薄
に
よ
っ
て
斗
代
が
左
右

さ
れ
る
こ
と
、
第
二
に
年
貢
の
物
品
の
品
質
差
に
よ
る
こ
と
、
第
三
に
先
例
と
傍
荘

の

例
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
た
こ
と
、
を
あ
げ
荘
園
領
主
と
荘
官
百
姓
の
談
合
．
相
互

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

に

了
解
し
あ
う
契
約
で
あ
っ
た
と
す
る
。
目
配
り
の
効
い
た
研
究
の
到
達
点
と
い
え

る
。
複
数
斗
代
制
成
立
の
大
局
に
は
異
論
が
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
荘
園
領
主
と

荘
官
百
姓
と
の
契
約
関
係
と
し
て
と
ら
え
る
だ
け
で
は
、
単
純
化
し
す
ぎ
て
い
る
よ

う
に
思
う
。
荘
園
の
耕
地
は
荘
田
だ
け
で
は
な
く
、
公
田
や
加
納
田
や
免
田
、
雑
公

事

免
、
一
色
田
、
佃
な
ど
多
様
で
あ
り
、
国
衙
に
よ
る
徴
収
も
あ
れ
ば
、
荘
園
に
よ

る
徴
収
も
複
雑
に
入
り
組
ん
で
い
た
の
が
実
情
で
あ
る
。
納
入
方
法
は
国
庫
納
も
あ

れ
ば
収
納
使
納
や
領
家
御
倉
納
も
あ
る
。
保
司
納
や
下
司
納
・
京
庫
納
．
津
納
．
納

所
納
な
ど
き
わ
め
て
複
雑
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
田
品
に
よ
る
複
数
斗
代

制
の
成
立
も
、
荒
野
や
荒
廃
公
田
の
再
開
発
に
と
も
な
う
開
発
文
の
立
券
に
お
い
て

地

目
に
応
じ
た
斗
代
が
多
様
で
あ
る
の
も
、
荘
園
領
主
・
国
衙
と
本
領
主
と
の
契
約

関
係
に
よ
っ
て
そ
れ
が
決
め
ら
れ
て
成
立
し
え
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う

か
。　

そ
の
事
例
と
し
て
、
次
の
弘
長
三
年
（
一
二
六
三
）
正
月
日
遠
江
国
原
田
荘
細
谷

郷
正
検
取
帳
案
（
東
寺
百
合
文
書
こ
　
静
岡
県
史
一
一
一
八
）
の
定
得
田
参
拾
町
陸

段
中
の
記
載
を
み
よ
う
。

　
　
古
作
騨
町
玖
段
韓
丈
中
　
分
官
米
弐
拾
韓
石
玖
斗
五
升
（
段
別
伍
斗
代
）

　
　
年
荒
弐
町
捌
段
弐
丈
中
　
分
官
米
拾
韓
石
弐
斗
五
升
（
段
別
伍
斗
代
）
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古
新
陸
町
壱
段
参
丈
　
　
分
官
米
弐
拾
壱
石
伍
斗
陸
升
（
段
別
参
斗
五
升
代
）

　
　
当
新
拾
六
町
陸
段
中
　
　
分
官
米
騨
拾
壱
石
伍
斗
弐
升
伍
合
（
段
別
弐
斗
伍
升

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
）

　
こ
の
地
目
に
応
じ
た
斗
代
の
記
載
は
、
「
見
作
田
参
拾
七
町
隷
段
緯
丈
」
の
つ
ぎ
の

も
の
に
対
応
す
る
。

　
　
古
作
七
町
弐
段
参
丈

　
　
年
荒
弐
町
捌
段
弐
丈
中

　
　
古
新
陸
町
壱
段
参
丈

　
　
当
新
弐
拾
壱
町
弐
段
中

　

こ
こ
で
は
、
「
定
得
田
」
と
「
見
作
田
」
を
比
較
し
た
と
き
、
古
作
と
当
新
の
面
積

に

ズ

レ
が
あ
る
も
の
の
、
地
目
と
面
積
の
記
載
は
対
応
し
て
い
る
。
東
寺
領
遠
江
国

　
　
（
4
6
）

原
田
荘
に
お
い
て
は
、
定
得
田
・
見
作
田
は
と
も
に
「
古
作
」
「
年
荒
」
「
古
新
」
「
当

新
」
と
い
う
四
つ
の
地
目
に
区
分
さ
れ
、
そ
れ
に
応
じ
て
古
作
・
年
荒
の
二
つ
は
段

別
五
斗

代
、
古
新
は
三
斗
五
升
代
、
当
新
は
段
別
二
斗
五
升
代
と
い
う
複
数
斗
代
制

で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
は
、
複
数
斗
代
制
が
土
地
の
厚
薄
で
は
な
く
、

「
古
作
」
「
年
荒
」
「
古
新
」
「
当
新
」
と
い
う
地
目
に
対
応
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い

る
。
こ
う
し
た
事
例
は
、
建
久
七
年
十
一
月
日
美
濃
国
明
知
荘
検
田
目
録
（
菊
大

路
家
文
書
　
鎌
八
八
六
）
に
も
み
え
、
定
得
田
は
「
本
田
七
十
四
町
六
反
」
「
古
作
新

五
町
六
段
三
百
歩
」
「
新
々
田
六
町
五
段
三
十
歩
」
に
三
区
分
さ
れ
、
本
田
に
は
町
別

絹
一
疋
半
余
、
古
作
新
に
は
段
別
稲
六
束
余
、
新
新
田
に
は
段
別
稲
三
束
余
と
い
う

三

つ
の

複
数

斗
代
制
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
新
々
田
の
斗
代
は
古
作
新
田
の

ほ

ぼ
半
分
で

あ
る
。
こ
う
し
て
み
れ
ば
、
す
べ
て
で
は
な
い
に
し
て
も
、
複
数
斗
代

制
が
開
発
時
期
と
耕
作
条
件
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
た
地
目
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
た
場

合

も
存
在
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
提
起
し

て

お
き
た
い
。

　
で

は
、
こ
う
し
た
「
古
作
」
「
年
荒
」
「
古
新
」
「
当
新
」
と
い
う
四
つ
の
地
目
は
い

つ

ど
の
よ
う
に
登
場
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
は

寛
弘
九

年
（
一
〇
一
二
）
正
月
廿
二
日
和
泉
国
符
案
（
里
見
忠
三
郎
所
蔵
　
平
四
六

二
）
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
可
普
仰
大
小
田
堵
古
作
外
令
発
作
荒
田
事
」
と
し
て
、

田
堵
ら
に
古
作
の
ほ
か
に
荒
田
も
耕
作
す
る
よ
う
に
奨
励
し
、
「
偏
称
尭
埆
歴
年
荒
棄
、

国
之
難
優
民
之
少
利
」
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　

「
寛
弘

五
年
以
往
荒
廃
公
田
者
、
縦
是
錐
稀
大
名
之
古
作
、
可
令
許
作
小
人
之

　
　
申
請
、
但
有
本
名
不
荒
古
作
、
猶
共
欲
加
作
者
、
郡
司
槌
擦
其
新
古
之
坪
、
可

　
　
停
他
名
之
申
請
也
、
偏
開
荒
田
、
有
捨
古
作
者
、
事
違
所
仰
之
旨
、
更
欲
尋
徴

　
　
其
官
物
、
伍
須
古
作
之
外
加
作
、
彼
以
往
之
荒
田
者
、
先
除
田
率
之
雑
事
、
重

　
　
可
免
官
米
内
五
升
也
」

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
寛
弘
五
年
以
降
の
荒
廃
公
田
に
つ
い
て
は
、
大
名
の
古
作
を
称

し
て
も
小
人
の
請
作
申
請
を
許
可
せ
よ
。
但
し
、
本
名
の
不
荒
・
古
作
が
あ
り
、
な

お
加
作
を
欲
す
れ
ば
、
郡
司
は
そ
の
新
古
の
坪
を
検
査
し
他
名
の
申
請
は
停
止
せ
よ
。

偏
に

荒

田
を
開
き
古
作
を
捨
て
る
者
あ
ら
ば
命
令
の
趣
旨
に
違
う
。
更
に
古
作
の
外

に

荒

田
を
加
作
す
る
者
に
は
先
ず
田
率
之
雑
事
を
除
き
、
重
ね
て
官
米
の
内
五
升
を

免
ぜ

よ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
和
泉
国
司
が
荒
廃
公
田
再
開
発
の
た
め
の
奨
励
策
と

し
て
、
大
名
の
古
作
に
つ
い
て
も
小
百
姓
の
加
作
を
認
め
、
本
名
の
不
作
・
古
作
の

耕
作

を
優
先
さ
せ
、
古
作
の
ほ
か
に
荒
田
を
加
作
す
る
も
の
に
は
田
率
の
雑
事
免
と

官
米
の
内
五
升
の
減
免
と
い
う
特
別
優
遇
税
制
を
と
っ
て
耕
地
の
荒
廃
化
を
阻
止
し

よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
に
は
、
荒
廃
公
田
、
古
作
、
不
作
、
年
荒

な
ど
の
地
目
が
み
え
て
お
り
、
そ
の
加
作
奨
励
の
た
め
に
、
田
率
の
雑
事
免
や
官
米

の

一
部
免

除
な
ど
地
目
に
応
じ
た
優
遇
税
制
策
を
講
じ
て
い
た
。
鎌
倉
時
代
の
地
目

に

応

じ
た
複
数
斗
代
制
は
、
寛
弘
年
間
の
国
衙
に
よ
る
特
別
優
遇
税
制
に
よ
る
古
作
・

不
作
・
荒
田
の
耕
作
奨
励
策
に
淵
源
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

こ
う
し
た
地
目
の
内
実
・
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
今
後
の

検
討
課
題
で
あ
る
。
年
荒
が
片
あ
ら
し
農
法
に
規
定
さ
れ
た
地
目
で
あ
っ
た
こ
と
は

す

で
に

あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
課
税
法
は
未
検
討
で
あ
る
。
確
か
に
遠

江
国
原
田
荘
で
は
、
年
荒
は
段
別
五
斗
代
の
課
税
地
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
年
荒
」
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の

地

目
は
免
税
地
と
さ
れ
た
事
例
も
散
見
さ
れ
る
。
近
江
国
石
山
寺
領
の
建
久
八
年

検
注
で

は
「
荒
田
」
「
年
荒
」
が
「
神
田
」
や
「
川
成
」
「
御
佃
」
「
堂
免
」
な
ど
と
と

も
に
「
得
田
」
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
（
石
山
寺
文
書
　
鎌
九
五
七
）
。
文
暦
元
年
和

泉

国
日
根
荘
検
注
で
は
、
各
村
ご
と
に
、
見
作
田
、
年
荒
、
常
々
荒
、
河
成
、
畠
成

に
区
別
さ
れ
て
お
り
、
「
年
荒
」
は
初
め
か
ら
除
分
と
な
っ
て
い
る
（
九
条
家
文
書

鎌
四
七
一
四
）
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
片
あ
ら
し
農
法
で
の
休
耕
地
と
さ
れ
る
「
年
荒
」

が

五
斗
代
の
年
貢
が
賦
課
さ
れ
る
荘
園
と
、
荒
田
や
河
成
、
常
荒
な
ど
と
一
緒
に
除

分
に

な
っ
て
い
る
荘
園
と
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
年
荒
と
い

う
地
目
へ
の
課
税
は
個
別
荘
園
で
の
荘
民
と
領
家
と
の
個
別
契
約
に
よ
っ
て
左
右
さ

れ
た

可
能
性
が

高
い
。
地
目
の
認
定
法
が
い
か
な
る
も
の
か
、
中
世
荘
園
制
の
実
態

に

分
け
入
っ
て
さ
ら
に
検
討
を
深
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

む
す
び
に

　
本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
国
家
権
力
の
課
税
権
の
及
ば
な
い
無
主
地
や
荒
野
を
開
発
領

主
が

開
発
し
て
領
主
制
を
展
開
し
た
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
中
世
領
主
制
の
開
発
論
に

代
っ
て
、
災
害
と
開
発
の
税
制
史
の
視
点
か
ら
中
世
的
土
地
利
用
再
生
シ
ス
テ
ム
論

を
提
起
し
た
。

　
開
発
領
主
は
荒
廃
公
田
の
再
開
発
や
未
開
の
荒
野
を
開
発
し
て
相
伝
私
領
を
形
成

し
寄
進
地
系
荘
園
を
つ
く
り
荘
官
職
や
地
頭
職
を
獲
得
し
た
と
さ
れ
、
中
世
が
大
開

墾

時
代
に
よ
る
耕
地
拡
大
の
時
代
で
あ
っ
た
と
説
明
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
鎌
倉
後
期

に

貨
幣
経
済
の
浸
透
と
と
も
に
債
務
関
係
に
陥
り
、
分
割
相
続
と
あ
い
ま
っ
て
御
家

人

ら
の
階
層
分
化
、
没
落
が
進
行
し
た
と
い
う
通
説
が
維
持
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

本
稿
の

検
討
に

よ
っ
て
そ
れ
ら
の
歴
史
像
は
根
本
的
に
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
た
。

　
中
世
社
会
成
立
期
に
お
い
て
国
家
権
力
は
在
地
へ
の
徴
税
権
を
浸
透
さ
せ
て
お
り
、

荒
廃
公
田
や
荒
野
に
も
開
発
所
当
や
公
事
を
賦
課
す
る
課
税
権
を
行
使
し
て
い
た
。

平
安
時
代
に
国
衙
が
開
発
奨
励
の
た
め
に
三
力
年
官
物
公
事
免
除
の
特
典
を
認
あ
た

と
す
る
通
説
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
た
。
国
家
権
力
は
古
代
か
ら
中

世
へ
の
転
換
期
に
お
い
て
も
徴
税
権
を
手
離
し
た
り
「
衰
退
」
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た

の

で

あ
る
。
古
代
か
ら
中
世
へ
の
転
換
期
以
降
、
中
世
社
会
に
続
発
し
た
飢
饅
、

疫
病
、
戦
乱
に
よ
り
死
亡
、
逃
亡
跡
が
増
加
し
、
領
主
の
戦
闘
参
加
や
訴
訟
・
論
地

に
よ
っ
て
散
田
が
お
こ
な
わ
れ
な
く
な
る
と
、
耕
地
は
旧
本
主
権
が
残
っ
た
ま
ま
耕

作
放
置

さ
れ
荒
廃
し
土
地
利
用
は
行
き
詰
ま
っ
た
。
中
世
の
基
幹
産
業
で
あ
る
農
業

生

産
は
縮
小
再
生
産
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
徴
税
も
お
こ
な
わ
れ
な
い
社
会
的
混
乱
状

況
に

な
り
課
税
対
象
地
は
国
衙
領
で
も
荘
園
で
も
激
減
し
た
。
そ
れ
は
国
家
権
力
に

と
っ
て
も
支
配
層
に
と
っ
て
も
、
中
世
社
会
に
と
っ
て
も
社
会
的
損
失
で
あ
っ
た
。

社
会
的
生
産
活
動
の
再
生
の
た
め
に
は
、
土
地
利
用
の
再
生
を
図
る
こ
と
が
必
要
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

あ
り
、
新
し
い
時
代
に
即
し
た
社
会
的
な
土
地
公
証
制
度
が
必
要
と
さ
れ
た
。
そ
の

た

め
、
荒
廃
公
田
や
百
姓
の
一
人
も
居
な
い
村
や
荒
野
な
ど
国
衙
の
課
税
対
象
地
で

あ
り
な
が
ら
旧
本
主
権
を
残
し
た
土
地
は
「
荒
野
に
立
て
」
社
会
的
に
旧
本
主
権
の

消
滅
を
公
表
・
公
開
し
た
。
あ
ら
た
に
「
開
作
」
し
よ
う
と
す
る
開
発
主
体
を
あ
た

ら
し
い
本
主
と
し
て
公
認
し
、
納
税
条
件
を
国
衙
と
開
発
主
体
と
の
間
で
契
約
す
る

た
め
に
「
開
発
文
の
立
券
」
が
行
わ
れ
た
。
こ
う
し
て
新
し
い
中
世
的
な
土
地
利
用

シ
ス
テ
ム
は
、
第
一
に
「
荒
野
に
立
て
」
そ
れ
ま
で
の
古
い
土
地
権
利
関
係
を
清
算

す

る
。
第
二
に
「
開
作
」
し
た
新
し
い
開
発
主
体
に
本
主
権
を
公
認
す
る
。
第
三
に

「
開
発
立
券
文
」
や
「
宛
状
」
を
作
成
し
て
、
新
本
主
と
国
家
と
の
間
で
別
名
・
別
納

を
は
じ
め
地
利
免
除
や
所
当
公
事
免
除
の
年
限
な
ど
納
税
条
件
を
契
約
す
る
。
こ
の

中
世
的
土
地
公
証
制
度
に
よ
っ
て
別
名
や
別
符
・
別
納
・
別
結
解
を
立
て
開
発
所
当

は

勤
め
る
が
公
事
免
除
と
い
う
特
権
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
。
院

政
期
に
は
荒
野
開
発
で
も
官
物
は
賦
課
さ
れ
、
三
力
年
地
利
免
除
が
一
般
的
免
税
特

権
に

す

ぎ
な
か
っ
た
。
鎌
倉
期
に
も
荒
野
所
当
や
開
発
所
当
が
賦
課
さ
れ
て
い
た
が
、

地
頭
に

よ
る
年
貢
公
事
の
代
納
シ
ス
テ
ム
を
義
務
付
け
た
幕
府
法
で
は
、
百
姓
の
い

な
い
村
の
年
貢
未
進
も
地
頭
の
代
納
責
任
と
さ
れ
た
か
ら
、
債
務
債
権
関
係
に
よ
っ

358
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て

中
小
領
主
は
所
領
を
有
力
領
主
や
有
徳
人
ら
に
去
り
渡
し
た
り
寄
進
し
た
り
せ
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
幕
府
は
領
主
に
よ
る
荒
野
開
発
を
奨
励
す
る
た
め
、

荒
野

に
立
て
る
期
間
は
三
力
年
で
あ
り
そ
の
間
は
開
発
所
当
や
公
事
も
免
除
す
る
と

い

う
新
し
い
免
税
法
を
建
保
三
年
（
一
二
一
五
）
下
文
で
成
立
さ
せ
た
。
南
北
朝
期

に

は
、
開
発
期
間
の
優
遇
免
税
特
権
は
四
年
間
に
の
ば
さ
れ
、
戦
国
期
に
は
五
年
間
、

七

年
間
、
十
年
間
と
い
う
よ
う
に
開
発
主
体
者
に
有
利
に
延
長
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ

れ

だ

け
中
世
後
期
に
お
い
て
も
災
害
と
開
発
の
矛
盾
は
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。
中

世
社
会
は
、
荒
廃
し
た
土
地
の
旧
本
主
権
を
消
滅
さ
せ
、
新
し
い
本
主
権
を
再
生
さ

せ

る
と
と
も
に
、
免
税
特
権
の
優
遇
税
制
を
開
発
主
体
者
に
長
期
に
認
め
、
納
税
方

法

を
別
納
に
さ
せ
、
中
世
的
所
領
の
請
負
・
相
伝
・
譲
与
・
寄
進
・
売
買
な
ど
を
社

会
的
に
公
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
開
発
主
体
者
の
開
発
意
欲
を
刺
激
し
、
基
幹
産
業

の

農
業
生
産
を
回
復
す
る
と
と
も
に
、
あ
わ
せ
て
税
収
を
確
保
す
る
と
い
う
中
世
的

社
会
シ
ス
テ
ム
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
中
世
的
土
地
利
用
再

生

シ
ス
テ
ム
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

　

中
世
で
は
、
耕
地
は
数
多
く
の
地
目
に
認
定
さ
れ
、
地
目
に
応
じ
て
課
税
方
法
が

決
め

ら
れ
て
お
り
、
知
行
国
主
・
国
衙
や
荘
園
領
主
等
と
開
発
主
体
と
の
契
約
に
よ
っ

て

「
古
作
」
「
年
荒
」
「
古
新
」
「
当
新
」
な
ど
の
地
目
に
応
じ
て
古
作
・
年
荒
は
段
別

五
斗

代
、
古
新
は
三
斗
五
升
代
、
当
新
は
段
別
二
斗
五
升
代
と
い
う
複
数
斗
代
制
が

実
施

さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
地
目
と
課
税
率
と
の
認
定
方
法
や
契
約
方

法
に

つ
い

て

は
未
解
明
な
諸
点
が
多
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
地
目
に
よ
る
課
税
方

法
の

認
定

と
い
う
社
会
的
シ
ス
テ
ム
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
災
害
に
と
も
な
う
河
成

や

池

成
・
損
亡
・
不
作
・
荒
田
な
ど
も
そ
の
都
度
、
実
検
使
や
御
使
の
派
遣
に
よ
っ

て

地

目
が
認
定
さ
れ
、
免
税
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
も
中
世
的
土
地
利
用
再
生

シ
ス
テ
ム
の
一
環
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ま
で
開
発
や
寄
進
、
土
地
利
用
、

徴
税

問
題
な
ど
は
領
主
制
論
と
し
て
し
か
考
察
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
本

稿
で
は

別
名
・
別
納
問
題
を
は
じ
め
荒
野
所
当
や
荒
野
開
発
、
飢
饅
に
よ
る
荒
廃
農

村
、
中
小
領
主
に
よ
る
所
領
寄
進
、
本
主
権
、
地
目
と
複
数
斗
代
な
ど
の
社
会
問
題

を
中
世
的
土
地
利
用
再
生
シ
ス
テ
ム
論
と
し
て
再
検
討
し
な
お
す
こ
と
が
で
き
た
の

で

は
な
い
か
と
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
不
十
分
な
考
察
で
あ
る
こ
と
は
だ
れ
よ
り
も

私
が

自
覚
し
て
い
る
。
災
害
・
開
発
と
税
制
史
と
の
関
係
は
検
討
が
は
じ
ま
っ
た
ば

か

り
で
あ
る
。
災
害
・
飢
謹
・
疫
病
・
戦
乱
か
ら
生
産
や
生
活
を
再
生
・
復
興
す
る

た
め
に
ど
の
よ
う
な
社
会
的
シ
ス
テ
ム
が
機
能
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
今
後
も

読
者
の
ご
教
示
を
え
な
が
ら
研
究
を
深
め
て
い
き
た
い
。

註（
1
）
　
平
川
南
「
環
境
と
歴
史
学
」
（
「
歴
博
』
七
五
、
一
九
九
五
）

（
2
）
　
坂
井
秀
弥
「
律
令
以
後
の
古
代
集
落
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
六
八
一
、
一
九
九
六
）
、
同
「
遺
跡

　
　
が
語
る
開
発
と
村
の
歴
史
」
（
『
月
刊
文
化
財
』
三
九
八
、
一
九
九
五
）
。
古
代
集
落
が
十
世
紀
に

　

廃

絶

し
、
十
一
世
紀
以
降
の
中
世
に
連
続
す
る
集
落
跡
と
の
関
係
は
『
中
央
自
動
車
道
長
野
線

　
　
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
4
　
総
論
編
』
（
一
九
九
〇
）
参
照
。
千
曲
川
氾
濫
に
よ
っ
て
弥
生
・

　

古

墳
・
奈
良
・
平
安
・
中
世
・
近
世
の
耕
作
水
田
が
洪
水
砂
に
パ
ッ
ク
さ
れ
て
出
土
し
た
事
例

　
　
（
『
上
信
越
自
動
車
道
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
1
0
　
川
田
条
里
遺
跡
』
（
二
〇
〇
〇
）
は
災

　
　
害
と
開
発
が
日
常
化
し
て
い
た
こ
と
を
象
徴
す
る
。
火
山
灰
災
害
と
開
発
に
つ
い
て
は
、
峰
岸

　
　
純
夫
『
中
世
の
東
国
』
（
東
京
大
学
出
版
会
　
一
九
八
九
）
、
峰
岸
純
夫
・
能
登
健
編
『
よ
み
が

　
　
え
る
中
世
　
浅
間
火
山
灰
と
中
世
の
東
国
』
（
平
凡
社
　
一
九
八
九
）
、
峰
岸
純
夫
『
中
世
　
災

　
　
害
・
戦
乱
の
社
会
史
』
（
吉
川
弘
文
館
　
二
〇
〇
一
）
参
照
。
洪
水
災
害
と
堤
防
の
発
掘
事
例
に

　
　
つ
い
て
は
、
畑
大
介
「
中
世
の
治
水
と
利
水
を
め
ぐ
る
考
古
学
的
課
題
」
（
『
帝
京
大
学
山
梨
文

　
　
化
財
研
究
所
研
究
報
告
』
8
、
一
九
九
七
）
。

（
3
）
　
磯
貝
富
士
男
『
中
世
の
農
業
と
気
候
』
（
吉
川
弘
文
館
　
二
〇
〇
二
）
。

（
4
）
　
代
表
的
論
考
に
黒
田
日
出
男
『
日
本
中
世
開
発
史
の
研
究
』
（
校
倉
書
房
　
一
九
八
四
）
、
戸

　
　
田
芳
実
『
日
本
領
主
制
成
立
史
の
研
究
』
（
岩
波
書
店
　
一
九
六
七
）
、
大
山
喬
平
『
日
本
中
世

　
　
農
村
史
の
研
究
』
（
岩
波
書
店
　
一
九
七
八
）
、
峰
岸
純
夫
『
中
世
の
東
国
』
（
東
京
大
学
出
版
会

　
　
一
九
八
九
）
な
ど
。

（
5
）
　
拙
論
『
日
本
中
世
の
国
政
と
家
政
』
（
校
倉
書
房
　
一
九
九
五
）
。

（
6
）
　
代
表
的
な
論
考
に
鈴
木
哲
雄
「
中
世
開
発
論
」
（
「
中
世
日
本
の
開
発
と
百
姓
』
岩
田
書
院

　
　
二
〇
〇
一
）
。
研
究
史
に
つ
い
て
は
木
村
茂
光
「
古
代
・
中
世
畠
作
史
研
究
の
課
題
」
（
『
日
本
古

　
　
代
・
中
世
畠
作
史
の
研
究
』
校
倉
書
房
　
一
九
九
二
）
参
照
。

（
7
）
　
拙
論
「
中
世
善
光
寺
平
の
災
害
と
開
発
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
九
六
、
二
〇

　
　
〇
二

（
8
）
　
網
野
善
彦
「
荘
園
公
領
制
の
形
成
と
構
造
」
『
日
本
中
世
土
地
制
度
史
の
研
究
』
塙
書
房
　
一
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九
九
一
、
初
出
は
一
九
七
三
）
。

（
9
）
　
永
原
慶
二
『
荘
園
』
（
吉
川
弘
文
館
　
一
九
九
八
）
。

（
1
0
）
　
得
宗
領
信
濃
国
伊
那
春
近
領
小
井
弓
二
吉
郷
で
鎌
倉
時
代
、
公
田
が
洪
水
災
害
に
あ
う
と
放

　
　
置
さ
れ
、
公
田
復
興
令
の
公
武
新
制
に
よ
っ
て
弘
安
八
年
政
所
に
よ
る
再
開
発
が
行
わ
れ
る
ま

　
　
で
、
下
か
ら
の
公
田
開
発
の
動
き
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
こ
と
は
、
拙
論
「
公
家
新
制
の
公
田

　
　
興
行
令
と
得
宗
領
の
公
田
開
発
」
（
『
信
濃
』
六
二
六
、
二
〇
〇
二
）
参
照
。

（
1
1
）
　
榎
原
雅
治
「
備
前
国
」
『
講
座
日
本
荘
園
史
9
』
（
吉
川
弘
文
館
　
一
九
九
九
）
。
中
野
栄
夫

　
　
「
備
前
国
香
登
荘
」
（
「
岡
山
県
史
研
究
』
五
、
一
九
八
三
）
参
照
。

（
1
2
）
　
鎌
田
御
厨
に
つ
い
て
は
、
南
出
眞
助
「
中
世
伊
勢
神
宮
領
荘
園
の
年
貢
輸
送
」
（
『
人
文
地
理
』

　
　
三
ー
一
三
、
一
九
七
九
）
に
言
及
が
あ
る
。
福
田
浦
に
つ
い
て
、
綿
貫
友
子
「
神
人
と
海
運
」

　
　
（
羽
下
徳
彦
編
『
中
世
の
地
域
社
会
と
交
流
』
吉
川
弘
文
館
　
一
九
九
四
）
参
照
。

（
1
3
）
　
西
岡
虎
之
助
「
荘
園
の
倉
庫
よ
り
荘
園
の
港
湾
へ
の
発
展
」
（
『
荘
園
史
の
研
究
上
巻
』
岩
波

　
　
書
店
　
一
九
五
三
）
。
戸
田
芳
実
『
初
期
中
世
社
会
史
の
研
究
』
（
東
京
大
学
出
版
会
　
一
九
九

　
　
一
）
。

（
1
4
）
　
越
後
白
河
荘
の
作
田
注
文
案
に
つ
い
て
は
、
浅
香
年
木
「
近
江
・
北
陸
道
に
お
け
る
「
兵
僧

　
　
連
合
」
の
成
立
」
（
『
治
承
・
寿
永
の
内
乱
論
序
説
』
法
政
大
学
出
版
局
　
一
九
八
一
）
で
「
越

　
　
後
の
在
地
に
お
い
て
確
実
に
作
製
さ
れ
、
内
乱
期
の
在
地
の
政
治
情
勢
を
か
な
り
正
確
に
反
映

　
　
し
た
も
の
で
あ
る
」
（
『
前
掲
書
』
一
六
七
頁
）
と
し
、
同
「
義
仲
軍
団
崩
壊
後
の
北
陸
道
」
の

　
　
中
で
は
一
覧
表
を
作
成
し
、
「
義
仲
軍
団
の
主
た
る
基
盤
と
な
っ
て
い
た
北
陸
道
の
南
西
部
に
あ
っ

　
　
て
は
白
河
荘
の
場
合
以
上
に
作
田
率
の
低
下
が
顕
著
で
」
「
鎌
倉
殿
勧
農
使
の
派
遣
が
逆
に
北
陸

　
　
道
在
地
の
荒
廃
を
激
化
さ
せ
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
」
（
『
同
』
三
四
一
頁
）
と
す
る
。
い
わ
ば
、

　
　
こ
の
史
料
を
、
義
仲
軍
団
や
頼
朝
勧
農
使
の
派
遣
と
い
う
軍
事
・
政
治
に
よ
る
荒
廃
の
結
果
と

　
　
し
て
評
価
す
る
。

（
1
5
）
　
磯
貝
富
士
男
『
前
掲
書
』
。

（
1
6
）
　
稲
垣
泰
彦
「
律
令
制
的
土
地
制
度
の
解
体
」
（
『
日
本
中
世
社
会
史
論
』
東
京
大
学
出
版
会

　
　
一
九
八
一
、
初
出
論
文
は
一
九
七
三
）
。

（
1
7
）
　
島
田
次
郎
「
私
領
の
形
成
と
鎌
倉
幕
府
法
」
（
『
日
本
中
世
の
領
主
制
と
村
落
　
上
』
吉
川
弘

　
　
文
館
　
一
九
八
五
）
。

（
1
8
）
　
戸
田
芳
実
『
日
本
領
主
制
成
立
史
の
研
究
』
（
岩
波
書
店
　
一
九
六
七
）
。
特
に
「
私
領
主
」

　
　
範
疇
の
設
定
論
に
つ
い
て
は
、
高
橋
昌
明
「
平
安
末
内
乱
期
に
お
け
る
権
力
と
人
民
」
（
『
日
本

　
　
史
研
究
』
一
二
四
、
一
九
七
二
）
参
照
。

（
1
9
）
　
戸
田
芳
実
「
中
世
初
期
農
業
の
一
特
質
」
（
『
前
掲
註
（
1
5
）
書
』
一
七
八
頁
）
。

（
2
0
）
　
黒
田
日
出
男
「
日
本
中
世
開
発
史
の
課
題
」
（
『
B
本
中
世
開
発
史
の
研
究
』
前
掲
書
一
六
頁
）

（
2
1
）
　
鈴
木
哲
雄
『
前
掲
註
（
6
）
書
』

（
2
2
）
　
木
村
茂
光
「
開
発
と
条
里
制
耕
地
」
（
『
条
里
制
研
究
』
一
二
、
一
九
九
六
）

（
2
3
）
　
網
野
善
彦
「
荘
園
公
領
制
の
形
成
と
構
造
」
（
『
日
本
中
世
土
地
制
度
史
の
研
究
』
塙
書
房

　
　
一
九
九
一
、
初
出
は
一
九
七
三
）
。
網
野
は
「
三
力
年
地
利
免
除
雑
公
事
免
除
」
の
根
拠
を
示
し

　
　
て
い
な
い
。
『
国
史
大
辞
典
』
の
「
開
発
」
（
執
筆
戸
田
芳
実
）
も
国
衙
が
「
三
力
年
の
官
物
．

　
　
加
地
子
免
除
な
ど
の
特
典
を
与
え
」
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
戸
田
『
日
本
領
主

　
　
制
成
立
史
の
研
究
』
を
み
て
も
そ
の
法
的
根
拠
を
示
し
て
い
な
い
。
『
日
本
荘
園
史
大
辞
典
』
の

　
　
「
荒
野
」
（
執
筆
小
田
雄
三
）
も
「
開
発
地
は
三
年
間
の
所
当
雑
事
が
免
除
」
と
す
る
。
わ
ず
か

　
　
に
、
石
母
田
正
「
中
世
的
世
界
の
形
成
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
七
、
三
九
頁
）
が
、
東

　
　
大
寺
文
書
四
ノ
八
五
、
興
福
寺
所
進
文
書
所
収
の
永
承
二
年
（
一
〇
四
七
）
国
司
庁
宣
を
根
拠

　
　
に
「
荒
野
の
開
発
に
着
手
し
寺
領
の
承
認
と
共
に
地
子
官
物
の
免
除
を
獲
た
も
の
の
如
く
で
あ

　
　
る
」
と
の
推
測
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
石
母
田
と
て
「
開
発
と
い
う
名
目
で
地
子
雑
役
の

　
　
免
除
を
獲
得
」
と
推
測
す
る
の
み
で
、
三
力
年
間
官
物
免
除
と
い
う
主
張
は
し
て
い
な
い
。
古

　
　
代
以
来
三
年
間
地
子
（
官
物
）
雑
公
事
免
除
と
い
う
通
説
は
再
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
2
4
）
　
勝
俣
鎮
夫
『
一
揆
』
（
岩
波
新
書
　
一
六
三
頁
　
一
九
八
二
）
。
同
「
地
発
と
徳
政
一
揆
」

　
　
（
『
戦
国
法
成
立
史
論
』
東
京
大
学
出
版
会
　
一
九
七
九
）
。

（
2
5
）
　
坂
上
康
俊
「
古
代
日
本
の
本
主
に
つ
い
て
」
（
『
史
淵
』
一
二
三
、
一
九
八
六
）
。

（
2
6
）
　
拙
論
「
中
世
借
用
状
の
成
立
と
質
券
之
法
」
（
『
史
学
雑
誌
』
一
一
一
－
一
、
二
〇
〇
二
）
。

（
2
7
）
　
小
口
雅
史
「
国
家
的
土
地
所
有
の
成
立
と
展
開
」
（
渡
辺
尚
志
・
五
味
文
彦
編
『
土
地
所
有
史
』

　
　
山
川
出
版
社
　
二
〇
〇
二
）
は
「
相
伝
と
い
う
要
素
が
実
態
と
し
て
は
隠
さ
れ
て
い
る
私
的
土

　
　
地
所
有
を
し
だ
い
に
前
面
に
押
し
出
し
、
の
ち
に
私
的
所
有
を
開
花
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
」

　
　
（
四
二
頁
）
と
の
べ
、
相
伝
を
私
的
所
有
の
原
点
と
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
、
中
世
的
所
有
で

　
　
公
認
さ
れ
る
権
利
は
土
地
そ
の
も
の
の
所
有
で
は
な
く
請
負
の
権
利
と
い
う
べ
き
も
の
と
考
え

　
　
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
な
お
中
世
の
相
伝
に
つ
い
て
は
新
田
一
郎
「
相
伝
ー
中
世
的
「
権
利
」
の
一
断
面
」
（
笠
松
宏

　
　
至
編
『
中
世
を
考
え
る
　
法
と
訴
訟
』
吉
川
弘
文
館
　
一
九
九
二
）
が
重
要
で
あ
る
。

（
2
8
）
　
紀
伊
国
直
川
保
の
開
発
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
正
義
「
紀
伊
国
直
川
保
の
開
発
」
（
『
福
島
県
立

　
　
博
物
館
紀
要
』
二
・
三
、
一
九
八
八
）
参
照
。
こ
の
史
料
は
黒
田
日
出
男
『
前
掲
註
（
1
）
書
』

　
　
（
二
四
九
～
五
〇
頁
）
で
も
野
・
河
畔
が
牛
馬
の
放
牧
に
利
用
さ
れ
た
も
の
と
し
て
活
用
さ
れ
て

　
　
き
た
。

（
2
9
）
　
『
平
安
遺
文
』
は
平
三
六
七
〇
と
し
て
紀
伊
続
風
土
記
か
ら
採
録
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
栗
栖

　
　
家
文
書
か
ら
採
録
し
た
『
和
歌
山
県
史
中
世
史
料
二
』
、
栗
栖
家
文
書
に
よ
っ
た
。

（
3
0
）
　
写
真
本
に
よ
り
『
平
安
遺
文
』
の
よ
み
で
あ
る
「
見
給
田
」
を
「
見
作
田
」
、
「
在
家
廿
宇
」

　
　
を
「
在
家
口
口
」
、
「
口
年
之
民
」
を
「
口
来
之
民
」
に
訂
正
し
た
。

（
3
1
）
　
信
濃
が
摂
関
家
の
知
行
国
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
五
味
文
彦
「
院
政
期
知
行
国
の
変
遷
と
分
布
」

　
　
（
『
院
政
期
社
会
の
研
究
』
山
川
出
版
社
　
一
九
八
四
）
。
戸
田
芳
実
「
平
安
時
代
古
文
書
に
み
え

　
　
る
宮
田
村
」
（
『
宮
田
村
史
』
宮
田
村
　
一
九
八
二
）
、
同
「
東
西
交
通
」
（
『
歴
史
と
古
道
』
人
文

　
　
書
院
　
一
九
九
二
、
初
出
は
一
九
七
八
）
。

（
3
2
）
　
古
作
・
荒
廃
公
田
の
再
開
発
か
ら
別
名
の
成
立
を
論
じ
た
も
の
に
勝
山
清
次
「
中
世
的
支
配
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体
制
の
形
成
と
諸
階
層
」
（
『
日
本
史
研
究
』
一
六
三
、
　
一
九
七
六
）
が
あ
り
重
要
で
あ
る
。
別

　
　
名
が
収
納
体
系
か
ら
い
え
ば
別
納
に
な
り
、
そ
れ
が
下
地
の
別
納
と
得
分
の
み
の
別
納
の
二
種

　
　
類
存
在
し
た
こ
と
は
、
渡
辺
澄
夫
「
荘
園
時
代
の
別
府
」
（
『
大
分
県
地
方
史
』
十
一
・
十
二
号

　
　
合
併
号
、
一
九
五
七
　
二
三
～
四
一
頁
）
が
指
摘
す
る
。
別
結
解
に
つ
い
て
は
、
徴
税
一
切
が

　
　
国
衙
に
よ
っ
て
な
さ
れ
得
分
の
み
が
国
衙
か
ら
給
主
に
わ
た
る
も
の
で
、
別
名
・
別
納
と
は
異

　
　
な
る
と
い
う
説
を
坂
本
賞
三
『
日
本
王
朝
国
家
体
制
論
』
（
東
京
大
学
出
版
会
　
一
九
七
二
　
二

　
　
八
二
頁
）
が
提
起
し
て
い
る
。
坂
本
説
は
再
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
3
3
）
　
陸
奥
国
好
嶋
荘
に
つ
い
て
は
厚
い
研
究
史
が
あ
る
が
、
山
崎
勇
「
好
嶋
荘
」
『
講
座
日
本
荘
園

　
　
史
5
』
（
吉
川
弘
文
館
　
一
九
九
〇
）
、
福
島
県
立
博
物
館
調
査
報
告
第
四
集
『
陸
奥
国
好
嶋
荘

　
　
調
査
報
告
』
（
福
島
県
教
育
委
員
会
　
一
九
八
三
）
、
山
名
隆
弘
「
飯
野
八
幡
宮
社
地
の
一
考
察
」

　
　
（
『
福
島
史
学
研
究
』
四
六
、
一
九
八
六
）
。
現
地
・
原
本
調
査
は
、
一
九
八
六
年
七
月
二
十
三
日

　
　
～
二
十
四
日
に
行
っ
た
。
当
時
文
化
課
の
山
名
隆
弘
氏
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
小
林
清
治
、
服

　
　
部
英
雄
氏
の
調
査
と
重
な
り
、
交
流
会
を
と
も
に
し
た
こ
と
が
な
つ
か
し
い
。

（
3
4
）
　
海
津
一
朗
「
1
4
世
紀
東
国
に
お
け
る
直
轄
領
形
成
過
程
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
⊥
ハ
三

　
　
一
、
一
九
九
二
）
。
新
潟
県
塩
沢
町
関
興
寺
が
な
ぜ
こ
の
文
書
を
所
蔵
す
る
か
経
過
に
つ
い
て
は
、

　
　
玉
村
竹
二
「
諸
方
に
散
見
す
る
円
覚
寺
文
書
」
（
『
金
沢
文
庫
研
究
』
一
五
三
、
一
九
六
九
）
参

　
　
照
。
こ
れ
ら
は
西
岡
芳
文
氏
の
教
示
を
え
た
。

（
3
5
）
　
拙
論
「
中
世
の
年
貢
未
進
と
倍
額
弁
償
法
に
つ
い
て
ー
代
納
に
よ
る
貸
借
関
係
」
（
『
地
方
史

　
　
研
究
』
二
八
六
、
二
〇
〇
〇
）
。

（
3
6
）
　
徳
治
二
年
五
月
日
故
時
宗
忌
日
大
斎
結
番
帳
に
「
五
代
院
左
衛
門
入
道
」
と
「
五
代
院
太
郎

　
　
右
衛
門
」
が
み
え
る
か
ら
、
五
代
院
右
衛
門
尉
高
繁
を
当
て
る
海
津
説
は
「
北
区
史
資
料
編
」

　
　
が
指
摘
す
る
よ
う
に
無
理
が
あ
る
。
武
蔵
国
江
戸
郷
は
国
衙
領
で
あ
っ
た
か
ら
武
蔵
国
務
の
支

　
　
配
下
に

あ
っ
た
。
執
権
時
頼
が
武
蔵
国
務
で
あ
り
、
康
元
元
年
（
一
二
五
六
）
出
家
と
と
も
に

　
　
執
権
と
武
蔵
国
務
を
「
但
家
督
幼
稚
之
程
眼
代
也
」
と
の
条
件
で
武
蔵
守
に
任
じ
た
長
時
に
預

　
　
け
た
こ
と
、
お
よ
び
時
頼
ま
で
の
時
代
に
得
宗
の
地
位
が
武
蔵
国
務
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て

　
　
い
た
こ
と
は
佐
藤
進
一
『
鎌
倉
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
』
（
東
京
大
学
出
版
会
　
一
九
七
一
　
六

　
　
三
頁
）
参
照
。
こ
の
関
興
寺
文
書
が
作
成
さ
れ
た
弘
長
元
年
当
時
、
得
宗
は
時
頼
、
執
権
長
時

　
　
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
が
、
武
蔵
国
務
は
ど
ち
ら
で
あ
っ
た
か
、
時
宗
幼
稚
の
「
眼
代
」

　
　
を
ど
う
理
解
す
る
か
微
妙
で
あ
る
。
別
稿
を
期
し
た
い
。
五
大
院
氏
に
つ
い
て
は
北
条
氏
研
究

　
　
会
編

『
北
条
氏
系
譜
人
名
辞
典
』
（
新
人
物
往
来
社
　
二
〇
〇
一
）
参
照
。
高
橋
一
樹
氏
の
教
示

　
　
を
え
た
。

（
3
7
）
　
舟
越
康
寿
「
金
沢
称
名
寺
寺
領
の
研
究
」
（
『
横
浜
市
立
大
学
紀
要
』
九
・
十
、
一
九
五
二
）
、

　
　
石
井
進
「
鎌
倉
時
代
の
常
陸
国
に
お
け
る
北
條
氏
所
領
の
研
究
」
（
『
茨
城
県
史
研
究
』
十
五
、

　
　
一
九
六
九
）
、
伊
藤
一
男
「
中
世
村
落
の
土
地
と
農
民
ー
下
総
国
東
荘
上
代
郷
の
場
合
」
（
『
房
総

　
　
の
郷
土
史
』
三
、
一
九
七
五
）
、
石
井
新
二
「
東
荘
」
（
『
講
座
日
本
荘
園
史
5
』
前
掲
書
）
参
照
。

（
3
8
）
　
二
階
堂
行
藤
が
永
仁
元
年
か
ら
没
す
る
正
安
四
年
ま
で
政
所
執
事
を
つ
と
め
た
こ
と
は
、
佐

　
　
藤
進
一
『
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
』
（
岩
波
書
店
　
一
九
九
三
　
二
三
七
頁
）
参
照
。
し
た

　
　
が
っ
て
、
嘉
暦
二
年
に
は
す
で
に
死
去
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
御
使
行
藤
は
別
人
で
あ
る
。

（
3
9
）
　
検
注
と
読
合
に
つ
い
て
は
富
沢
清
人
『
中
世
荘
園
と
検
注
』
（
吉
川
弘
文
館
　
一
九
九
六
）
。

（
4
0
）
　
山
本
隆
志
『
荘
園
制
の
展
開
と
地
域
社
会
』
（
刀
水
書
房
　
一
九
九
四
　
一
一
一
頁
）
。

（
4
1
）
　
泉
谷
康
夫
「
奈
良
・
平
安
時
代
の
畠
制
度
」
（
『
律
令
制
度
崩
壊
過
程
の
研
究
』
鳴
鳳
社
　
一

　
　
九
九
一
）
。
阿
部
猛
『
律
令
国
家
解
体
過
程
の
研
究
』
（
大
原
新
生
社
　
一
九
六
六
）
、
渡
辺
正
樹

　
　
「
平
安
時
代
に
お
け
る
畠
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
『
民
衆
史
研
究
』
一
二
、
一
九
七
四
）
。
木
村

　
　
茂
光
『
日
本
古
代
中
世
畠
作
史
の
研
究
』
（
前
掲
書
）
。

（
4
2
）
　
加
賀
国
軽
海
郷
に
つ
い
て
は
、
宮
川
秀
一
「
称
名
寺
領
加
賀
国
軽
海
郷
の
構
成
」
（
『
社
会
経

　
　
済
史
学
』
二
二
ー
三
、
一
九
五
六
）
、
福
島
金
治
「
金
沢
称
名
寺
領
加
賀
国
軽
海
郷
に
つ
い
て
」

　
　
（
川
添
昭
二
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
中
世
史
論
孜
』
文
献
出
版
　
一
九
八
七
）
参
照
。

（
4
3
）
　
池
上
裕
子
「
武
蔵
に
お
け
る
開
発
と
そ
の
主
導
者
」
（
『
戦
国
時
代
社
会
構
造
の
研
究
』
校
倉

　
　
書
房
　
一
九
九
九
）
。

（
4
4
）
　
山
本
隆
志
『
荘
園
制
の
展
開
と
地
域
社
会
』
（
前
掲
書
　
一
一
二
～
三
頁
）
文
書
名
を
「
深
草

　
　
弥
五
郎
八
日
地
宛
行
状
写
」
と
す
る
。

（
4
5
）
　
勝
山
清
次
「
荘
園
に
お
け
る
年
貢
の
収
納
」
（
「
中
世
年
貢
制
成
立
史
の
研
究
』
塙
書
房
　
一

　
　
九
九
五
）
。

（
4
6
）
　
遠
江
国
原
田
・
村
櫛
荘
に
つ
い
て
は
、
村
井
章
介
「
東
寺
領
遠
江
国
原
田
・
村
櫛
両
荘
の
代

　
　
官
請
負
に
つ
い
て
」
（
『
静
岡
県
史
研
究
』
七
、
］
九
九
二
）
参
照
。

（
4
7
）
　
平
安
期
の
土
地
公
証
制
度
に
つ
い
て
は
、
梅
村
喬
「
平
安
時
代
土
地
公
証
制
度
の
研
究
序
説
」

　
　
（
『
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
四
〇
、
二
〇
〇
〇
）
、
同
「
平
安
時
代
土
地
公
証
制
試

　
　
論
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
七
三
、
二
〇
〇
一
）
。
中
世
社
会
の
土
地
公
証
制
度
の
骨
子
は
本
論
の

　
　
通
り
で
あ
る
が
、
開
発
文
の
立
券
申
請
は
だ
れ
で
も
可
能
で
あ
っ
た
の
か
、
百
姓
の
権
利
は
ど

　
　
う
で
あ
っ
た
の
か
な
ど
基
本
的
な
事
柄
に
つ
い
て
も
今
後
の
検
討
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
い
。

（国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
歴
史
研
究
部
）

（
二
〇
〇
三
年
四
月
十
一
日
受
理
、
二
〇
〇
三
年
七
月
十
八
日
審
査
終
了
）
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History　of　Tax　Systems　Applied　to　Disasters　and　Redevelopment：aStudy　of　Systems

fbr　the　Reuse　of　Land　in　Medieval　Japan

IHARA　Kesao

This　paper　presents　a　re－examination　of　various　issues　arising　from　the　history　of　development　during　the　Middle

Ages　that　until　now　have　been　discussed　in　the　context　of　the　development　of　wasteland　by　feudal　lords　from　the

perspective　of　the　history　of　tax　systems．　As　such，　it　takes　a　fUrther　look　at　systems　fbr　the　reuse　of　land　in　medle－

val　society　in　which　disasters　and　development　had　become　routine　and　examines　how　arable　land　that　had　been　laid

waste　was　reused　and　how　agncultural　systems　were　restored　by　expanding　land　that　was　taxed．

　　　Firstly，　I　demonstrate　that　from　the　time　of　the　Insei　govemment（1086）thr卯gh　to　the　Jisho　Civil　War（1184）the

number　of　previously　used　rice五elds　that　were　sψject　to　tax　decreased　as　they　fell　into　disuse，　and　as　long　as　there

were　no　systems　fbr　redevelopment　from　those　above　who　were　in　positions　of　authority，　there　was　no　redevelop－

ment　of　these　fields　from　below　as　koden（taxable　public　land）．

　　　Secondly，　we　cannot　say　that　in　the　Middle　Ages　wasteland　was　undeveloped　land　or　uncultivated　plains　as　com－

monly　accepted　as　it　was　a　political　category　of　land　that　was　arable　land　whose　use　had　come　to　an　end．　According　to

land　documents　used　between　developers　and　provincial　govemors　and　ofHcials　during　the　period　of　the　Insei　govem－

ment，　there　were　contracts　that　stipulated　the　methods　fOr　receiving　the　imposed　taxes　and　other　payments，　provided

an　incentive　by　giving　exemptions　fbr　miscellaneous　taxes，　and　that　stated　that　the　cost　of　development　and　the　cost

of　the　wasteland　had　to　be　paid．　It　is　necessary　to　re－examine　the　Amino・・Toda　theory　that　posits　that　Heian　Period

of6cials　encouraged　development　by　granting　a　three－year　exemption　fbr　the　payment　of　land　taxes．　By　the　Kamakura

Period　the　shogunate　of丘cially　recognized　building　on　wasteland　fbr　three　years　and　granted　exemptions　fbr　taxes　and

the　cost　of　development．　This　was　extended　to　fbur　years　during　the　period　of　the　Northem　and　Southem　C皿rts，

then　extended　from　five　years　to　seven　years　to　ten　years　during　the　Sengoku　Period，　whereby　the　privilege　of

advantageous　tax　exemptions　affbrded　to　developers　became　a　matter　of　custom．　For　land　which　came　to　be　no

longer　used　fOr　which　fbrmer　ownership　relnained　in　place，　its　category　was　changed　by“becoming　wasteland”and

this　dissolved　the　fOmler　right　of　ownership．　The　social　system　that　worked　to　promote　the　reuse　of　land　then　entailed

the　designation　of　land　as　land　fbr“new　development”whereby　new　development　was　decided，　and　the　issuing　of

“development　land　documents”and“1and　grant　noti丘cations”（atejo）represented　of丘cial　social　recognition　of　the　right

to　new　ownership．

　　　Thirdly，　according　to　contracts　between　developers　and　provincial　govemors，　shoen　lords　in　the　Middle　Ages　a

multiple　tax　system　was　implemented　according　to　which　land　was　designated　as　belonging　to　one　of　four　categories
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（kosaku，　nenko，　koshin　and　toshin）with　different　levels　of　taxation　levied　per　area　of　land　for　each　category．

　　　In　conclusion，　the　various　issues　relating　to　disasters　and　development　that　have　been　discussed　up　until　today　in

terms　of　the　system　by　which　f巴dal　lords　undertook　development　should　be　discussed　within　the　context　of　systems

that　existed　during　the　Middle　Ages　fOr　the　reuse　of　land．

362


